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■コンパス測量はもとより､水準測定、

水平分度による測量と、トランシット

と同様の測定ができます。

■高感度の両面気泡管、鋭敏な磁針を

電磁誘導により迅速に静止させるイン

ダクションダンパー、糸切れの心配のな

い硝子焦点鏡等々ウシカタの測量器は

精度と機能をさらに理想に近づけました。
■望遠鏡12倍、水平角分度遊標読5分
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自跡図形の見やすL､ようにレン アタイブ

つねに高精度の測定を保証します。

■明るく見やすい数字表示器は

雛型ですから 使い勝手に応
函、』じて扱いやすい場所に置く こと

§できます。数字表示は19999
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緑 の保全と林業
林業に大いなる期待をよせて
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林業の性格ないし意義付けは時代とか，地域によってかなり相異するよ

うに思われる。私たちは，林業を考える時，現代という時代と自分たちの

住んでいる国土の自然的社会的立場を抜きにして林業を論じても意味がな

くなるにちがいない。今日という時代はかってない転換期に臨んでいて，

人類の福祉が恒常的な生産の拡大にあると人々が考えた時代から，地球に

生き残るための環境をどうして作るかを考える時代へと変わりつつあり，

その中にあって各国はそれぞれの役割りを担っていることを思えば，林業

の性格を従来と異なって考えるのは当然である。

9月に京都で開かれるユフロ（国際林業研究機関連合）の国際会議でも

その辺の議論は当然なされるであろうと期待するのである。いまや地球の

「みどり」を保全することは時代の要請であるといっても過言ではないこ

とを思えば，林業の性格もこれまでの生産本位の見方から，人間の生活環

境を守るための林業という視点を加えて考えてこそ意味がある。世の中の

仕組みが複雑化するなかで，林業の目的も一つだけにしぼらず，森林を多

目的に利用するという形が大切になってくるのである。

人間と森林とのかかわりを振り返ってみると，人間も他の動物と同じよ

うに，森の中に住み，木の実やそこに集まる動物を狩猟の対象として生き

てきた。やがて人間が他の動物と異なった生活に入りはじめた時から林業

は始まる。初期の時代には，開拓が生活であり，森林資源も無尽蔵と考え

られたから，林業は鉱業と同じように再生産など考えることなく原始林に

入って必要なだけ木材を伐っていた。住居を造り，燃料を狸得することが

林業の主な性格であった。

人々が木材資源の有効利用を考え，林業の経済性や経営の面を考慮しは

じめた時，林業は森林を人為的に造成することに思い至り，木材などの林

産物を長期継続的に収穫する方策に転換した。,他方人間の生活が集団化す

るにつれ，林業は単なる採算的経営から集団としての活用を考えるように

なり，森林の公益的利用を重視し，集団のリーダーたちは治水・治山・防

風などの目的で林業に力を入れた。森林は人々の生活と大古の時代から深

いかかわりを持ち，数多い森林の効用のどこに重点を置いて森林を活用す

るかによって林業の性格や方策も常に変遷を重ねてきたのである。
*日本緑化センター参与
毎日新聞社論説顧問



林業は人間社会の変遷とともにその性格を変えてきたとはいっても，森

林に対する社会の重点の置きどころによってその形態の一部を変えるだけ

で，内容のすべてが変質してしまっているわけではない。人間の生活は多

様であり，その多様性を反映した森林の利用が林業の性格に反映されてい

るだけだから，同じ林業であっても森林利用の中での優先度によって，時

に木を伐採することを奨励し，時に木を伐る者を処罰するという現象を生

むことにもなったのである。林業はその点では人と自然（森林）との相関

関係であり，政治や社会の反映であったと受け取ることもできる。

昨年アメリカで発売され，ベストセラーとして各国語に翻訳されたアル

ビン・トフラーの『第三の波』によれば，新しい文明の出現は，1万年前

の農業のはじまりによって引き起こされた第一の波，産業革命によって引

き起こされた第二の波，そしていま，我々は第三の波に洗われる時代に生

きていると主張する。

それは「超産業社会」であって，古い伝統的な産業中心主義が生んだ文

明とは異質な，規格化・同時化・中央集椛化といった産業社会の制約を乗

り越え，エネルギー・富・権力の集中化を越える道を招いてくれるものだ

という。そしてさらに，「とりわけ重要なことは，今日の工業化社会で分

離を余儀なくされている生産者と消費者をふたたび融合させ，プロシュー

マー（生産＝消費者）とでもいうべき存在に支えられた，明日の経済をつ

くりだすことである」と述べている。

トフラーの言うような第三の波の時代が現実に来るかどうかはともかく

として，この本がベス|､セラーになるほど･llt界の人々か'ら読まれたという

ことは，人々がこの本に興味を示し，共鳴するところがあったからにちが

いない。つまり，今日の人々はすでにいまの産業社会の仕組みに魅力を失

ったり，飽き飽きしており，プロシューマーの時代を欲していることは確

かであろう。この本には，とりたてて森業や林業について強調はしていな

いが，私はそんな第三の波の時代に森林の存在価値が改めて見直されるよ

うな気がしてならないのである。第二の波の時代には林業は基本的には生

産者（工業）の立場に立って木を伐ったのだが，樹木を育てて伐り，伐っ

てまた育てるという林業は本来的に生産者＝消費者（大衆）の両方の性縮

をもっていて，自然と人間の仲をとりもつことのできる立場にあるように

思える。私はそんな林業に大いなる期待をよせているのである。

1970年代の初め，民間の国際研究機関であるローマ・クラブが発表し

た『成長の限界』は人間の繁栄が無窮と考えていた人たちを悲観させた。

「地球上で現在のまま経済成長がつづけば，西暦2020年，つまり50年先

には，地球上の人類を支えるに足る資源が枯渇する。世界的破局を迎える

であろう」というのだが，この地球の将来予測は，発表後10年近くなっ

た今日もなお人々の話題となっている。

ところが,昨年米国のホワイトハウス環境委員会が発表した『西暦2000
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年の地球』でも同じように地球の環境悪化を予測している。とくに林業と

の関連では，「世界の森林は年間2,000万ha近い減少を示し，これが今

世紀末までつづくので，現在陸地の約5分の1の森林は2000年には6分

の1に縮小する。とくに開発途上国は森林減少が激しく，人口増加に伴う

食糎供給のための森林開発や薪炭の需要増，その他が原因としてあげら

れ，他方北アメリカやソ連では林地面積の減少はわずかであり，ヨーロッ

パでは森林の増加が見込まれている」としている。

このような見通しの下に，同報告は森林が減少する反面で林産物への需

要増加があるので，残る森林に対しては集約的施業が行なわれ，人工林が

増えるとしている。この場合の環境への影響についてプラスとマイナスが

あることは当然だが，「手入れのゆきとどいた人工林の存在は，（とくに

温帯地域においては）天然林を伐採しようとする圧力が軽減されるが，人

工林は多様性に乏しく，土着の動物の生息環境として劣るほか，天然林に

くらべ，土域保全や治水上の価値が劣り，肥料や農薬を使うので環境汚染

を引き起こす可能性がある」としている人工林の環境面での劣性を認めな

がらもなお，同報告は，「予想される林産物需要に対して，もし他地域の

天然林が維持されるべきであるとするならば，集約的な森林施業が多くの

地域，とりわけ熱帯地域においてぜひとも必要だ」と述べている。

日本列島は南北に細長く，北は北海道の亜寒帯から南は沖縄県の亜熱帯

まであるうえに，国土そのものに起伏が多く，高い山もあって，複雑な地

形をなしている。それだけにわが国の植生は常緑針葉樹林，冷温帯落葉広

葉樹林，照葉樹林を中心に，寒帯や熱帯に多い植物さえも，場所によって

は生育している。『西暦2000年の地球』が言うような森林現象のミニ版

が日本の国内にも当てはまる，いや，当てはまるどころか，急激な産業社

会を築いた日本では，それ以上に激しい形で森林の変化が進みつつあると

言えるのではなかろうか。

そこでわが国の森林に対する施業の場合も集約的な人工林を増やすこと

は当然である。また，人工林と天然林との比較で，同報告が人工林は多様

性に乏しいなどと天然林が人工林より環境保全のうえでよいとしている点

に関しても原則的にはそのとおりである。しかし環境保全への国民的努力

があるかぎり，人工林がすべて劣悪であるわけではない。場合によっては

人工林のほう．がかえって多而的な効果を作りだすこともありうる。わが国

の森林の大部分は過去の歴史の中で人が手を加えたものが多く，さらに人

為を加えることによって，よりよい“みどりの保全”が可能となる場合が

少なくないと思われる。

みどりの保全，つまり自然環境の,保全を実行するためには，どんな場合

でも人手を加えず，自然のままが最上の対策のように主張する人もないわ

けではないが，そのような意見は時に林業は人為だから自然保護に反する

ものとの印象を招く結果となりやすい。しかしそれは林業的施業が禁止さ

れる原生自然環境保全地域のような特別の地域でのことであって，日本の



環境を守る林野行政を

国土の大部分は林業の対象地域なのである。一般には林業はみどりの保全

者であり，自然を守るものと言っていい。適切な施業の下では自然は林業

によって破壊されるものではなく，自然保謹と両立するものと考える。林

業を自然保護に反するものと言う者があるとすれば，それは林業について

生産だけを目的とした狭いものに固定して考えているためであろう。人手

を入れない天然林だけを貴重な自然のように言う人たちの話の中でよくド

イツの自然保護を例にあげ，たとえばシュヴァルツバルトの森林の美しさ

を強く称賛するのを聞くが，それらの美しい緑の保全も人為的な努力の結

果であり，全く人の手を加えないでいた結果ではない。自然環境を美しく

保つことは人間の努力によってなしうることであり，樹木の成長が早く，

高温多湿のわが国ではドイツ以上に林業による人手を加えた環境保全が必

要のように思われる。

このほど環境庁の国際シンポジウムに出席するために日本を訪れた環境

学者のブラウン氏は新聞記者との会見で「エネルギー源として，原発は環

境汚染の心配があるばかりでなく，カネがかかる。最近，米国では手軽で

有効な燃料としてマキが見直されており，マキストーブは年間700万台の

売れ行きだ」と語ったという。

木の文化を誇るわが国が森林の存在を忘れて荒廃させたり，林業に活気

を失わせたりするようでは，あまりにも情けない気がするのである。人工

的に大いに森林を増やす努力をすべきである。

林業が自然環境保全と同軸のものであり，自然保謹と対時するものでな

いと主張すると，読者の中には，それならば，カモシカ問題やスーパー林

道建設等に当たって，林業関係者と自然保謹論者とが鋭く対立したのはな

ぜか，という疑問を抱く人もいるにちがいない。私も現実の問題としては

そのような事実があることを否定するものではないが，争いの元は当事者

の事実認識の不足が原因であって基本的な性格の相異に由来するものでは

ないと思う。このような両者の対立は過渡期にあってはとかく起こりやす

い現象であり，たとえてみれば，親類同士や隣同士で時にひどい仲たがい

をすることがあるのと同じ性格のもののように思われる。

美しい風景やよい自然環境を守って，それを子孫に引継ぐことは私たち

の重要な責務であるが，至る所で自然環境の保全をめぐって対立が起こっ

ているのは，世の中の仕組みが複雑になり，関係者の利害が入り組み，政

治的な要素がからむためである。とくに自然保謹をめぐる問題は現地が行

政の中心から遠い山村である場合が多く，過疎化の激しい地域では存立の

基盤が地方交付税と補助金に依存するというような所もあり，政治的な取

引きがその地域の環境の在り方を左右するケースも少なくない。

そのような場合には表面に出ている環境保全の論議と事業の本質とが異

なっていて，第三者には真相が不明のまま，事が処理されることになる。

問題の本質を国民に理解させるためにはガラス張りの政治が要求されるゆ

5
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えんといえよう。

風景や自然が重要なものとして，人々の関心を引くようになる中で，そ

れを決定付けるものはそこにある森林である。その森林をどのように育て

るかで，風景や自然はその趣を変えるものであるが，ただ観念的に森林を

放置しておいては“荒れた自然”になってしまう。原生林に人手を加える

ような行為は慎まねばならないが，わが国の多くを占める風景地などは人

為を加えてこそ風景も自然もそれらしい秩序が保てる場合が少なくない。

だが，どのような施業のやり方がよいかの点については，森林の管理上困

難な問題をたえず引き起こしている。

昔から京都の嵐山の風景は自然美の極致のように言われるが，実は人手

によって支えられてきた風景である。ところが，この風景に最近変化が生

じてきた。たとえば松枯れである。中国の周恩来氏がかつて京都に遊んだ

時作った詩が，いまは記念碑となって嵐山の桂川の近くに建てられている

が，その松が枯れて残り少なくなってしまった。いまや嵐山の景観を支え

ている森林をどうするかは大きな問題だが，都市化・工業化の進む中では

みどりの管理に予想外の苦労が多いという営林署側の話をきいた。ここの

風景を保全するための関係の法律だけでも8つもあり，関係官庁の了解を

取り付けるだけでも時間がかかる。単に時間がかかるだけにとどまらず，

立場によって施業に対する意見もまちまちということになる。制度的な対

策も重要だが，環境保全のための法律や機構を作ればそれが問題の解決に

なるということにはならないところに問題の難しさがある。

嵐山の風景を守ることの難しさと似たような話は鎌倉でも，日光でも聞

いた。みどりの保全，つまり自然環境を守るために最近の日本では局部的

な議論が多すぎるような気がしてならない。自然保謹とか，景観保持のた

めの学問的な分析も盛んであるが，それらの結果を総合して一本化した行

政が大胆に進められないかぎり，小さな分野での抽象的な議論をするだけ

では大きな前進は期待できそうもないように感ずるのである。

国土のみどりを保全するためには大局に立った行政が必要である。現在

の環境庁による自然保護行政と並んで林野行政の中で正しい林業を進める

観点で問題を処理する努力こそ大切のように思われる。とかく最近の自然

保護行政や環境行政といわれるものは，その権限が諸官庁に分岐し，その

統一性・統合性が欠けるところに多くのマイナスを生じているのではない

だろうか。

みどりの保全が林業のやり方にあるといっても，現在の林野行政で十分

だといっているわけではない。むしろこれまでの林野行政にややもすれば

欠ける懸念の多かった環境保全の要素をもっと加えてほしいのである。

＜完＞
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’ 小谷達男 ’

森林のレク'ノエーショナルな利用と

山村振興

’

1．はじめに

わが国における森林の風致的取扱いは，かなり

古くから行なわれてきたようであるが，森林のレ

クリエーション利用について，積極的な考え方が

示されるようになったのは比較的最近のことであ

る。1960年にシア|､ルで開かれた第5回世界林

業会議における「森林の多目的利用」に関する決

議は，森林の多様な公益的機能に着目し，森林地

の多目的利用経営を打ち出したものであるが，こ

の決議は，わが国の関係者に多大の影響を与える

とともに，その後の森林のレクリエーショナルな

利用についての強力なバックボーンをなしたとみ

ることができよう。

すなわち，従来の林野行政においても，国立公

園法やその他の自然公園法，さらには文化財保護

法などの関係から，森林原野の扱いに特別の措置

一一主として風致施業一がとられてきたが，こ

れらの措置は，いわば自然公園行政に対応した受

身の姿勢としてであり，木材生産を主眼とした林

野行政の蕊本的姿勢に変化はみられなかった。し

かし，昭和30年代の後半になると，国有林野や公

有林をスキー場やキャンプ場利用のために'1i町村

へ貸付けすることが磯んに行なわれるようにな

り，同時に森林のレクリエーション利用について

の気運が高まりを示すようになった。とくに昭和

44年度から発足した自然体謎林の制度は,林野行

政が自らの手で森林のレクリエーション利用を制

度化し，その促進の契機をつくったという点にお

いて画期的であり，その背景に森林の多目的利用

についての林野行政の変化をみることができる。

もとより，かかる行政の変化がすべてシアトル

決議の影響によるものとはいえず，森林経営と地

域山村との密接な関係の上に成立してきたわが国

林野行政の配慮も見逃せない。すなわち，わが国

の林野行政のなかで，とりわけ国有林経営におい

ては，その林野経営に当たって地域山村との共存

共栄に総別の配慮が払われてきたが，森林のレク

リエーション利用についても，その多目的利用と

ともに地域山村の経済的振興への寄与といった側

面が，大きな比重をもっていることである。

シアトル決議は，森林の公益的磯能の一つとし

てレクリエーション的職能をとりあげ，森林地経

営のなかに人々のレクリエーション利用を含める

べきだとしているのであり，もっぱら森林のもつ

レクリエーショナルな効用を重視しているのであ

るが，わが国では，その利用によって地域山村の

振興にも寄与しようという考え方が強く働いてい

るのである。そして，このような森林のレクリエ

ーショナルな利用と地域山村の振興をリンクした

考え方は,III村振興法（昭40.5)にもとづく山振

対策で一般化されたといってよく山村における所

得格差の是正や過疎対策として大きな期待がかけ

られながら今日に至っているのである。

2．多種多様な森林レクリエーション

ところで，森林のレクリエーショナルな利用と

は，森林原野のレクリエーション利用ということ

であるから，本来，森林レクリエーション（フォ

レスト・レクリエーション）と同じ考え方による

語法であると思われる。しかし，森林レクリエー

ションの考え方では，レクリエーションの対象は
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表・1森林原野地における主なレクリエーション活動

登山，ハイキング，自然探勝，オリエンテーリング，バード
ウォッチング

ハンティング，フィッシング，山菜・茸狩り

キャンピング

フィールド・アスレチック

スキー*b,スケート

自然観賞，散策
一ﾛ■一■一一一一一一＝-今一つ‐●亨寺－令一争争一一一一一一一一ﾏ｡｡●●｡●由｡一己一心●●÷＝●÷缶●＝●凸。÷・－●‐●今一一◆一一●

ゴノレフ*a

温泉保養*az別荘保養零a

注：報は森林レクリエーションとして直接的に対応しないも
のo

率bは大規模なゲレンデをもつものは森林レクリエーショ
ンから除外される。

|~郷欝蝿” ．－自然を対象とした
レクリエーション

升スポーツ，レクリ
●一

エーション的利用

．-§繼襟f難ｼ富ン
．－採取的利用

図･1森林原野のレクリエーショナルな利用形態

あくまでも在るがままの森林原野を基調としてい

るのに対して，そのレクリエーショナルな利用で

は，森林原野地のレクリエーション利用という，

いわば広義的概念を許容した考え方が成り立つ語

法なのであろうか。たとえば森林地における大規

模なスキー場やゴルフ場などは明らかに森林レク

リエーションの範鴫に入れ難いレクリエーション

ではあるまいか。あるいは，上記二つの用語はと

もに同意語であるが，その概念が十分に詰められ

ていないということなのであろうか。

森林のレクリエーショナルな利用という語法に

は，以上のような不明確な部分を残しているが，

ここでは概念上の詮索が目的ではないので，テー

マにそって現実的にみていくことにしよう。

実際に展開されている森林原野地での野外レク

リエーション利用はきわめて多種多様である。い

ま森林原野地で行なわれている主なレクリエーシ

ョン活動は表｡1に示される内容のものであり，こ

れらの活動が単独で，あるいは複合的に行なわれ

ていることが多いが，森林原野地のレクリエーシ

ョナルな利用形態の上からみれば図･1のように

考えることもできよう。ここで，観賞的利用には

自動車の車窓からの観賞もあれば，車から降りて

観賞地点でゆっくり自然風景を楽しむといったも

のもあり，徒歩で奥地まで入って自然探勝を行な

うものも含まれる。また，採取的利用は狩猟や魚

釣り，山菜・茸狩りなどのための森林原野地の利

用である。

森林原野地のレクリエーショナルな利用で，も

っとも多様な利用がスポーツ，レクリエーション

利用である。これらのなかには登山，自然探勝，

バードウォッチングなど自然条件によって制約を

うけるものもあるが，ハイキング，キャンピン

グ，オリエンテーリングのように森林上の特色を

あまり問題とせず，もっぱら利用上の立地条件が

重視されるものもある。さらに，スキー場やゴル

フ場のように森林を伐採して利用するものも含ま

れている。このようにみてくると，同じ森林原野

地の利用ではあっても，森林原野を大幅に改変す

ることによって成り立つレクリエーションは森林

レクリエーションとはいえず，ゴルフ場や別荘地

利用ならびにまとまりをもった温泉地や大規模な

ゲレンデを備えたスキー場などは，この範嶬から

除外するのが妥当であろう。

3．山村の期待と森林レクリエーション

他方，山村にとっての森林レクリエーション導

入の意義は，過疎化を背景とした森林資源の保

謹・管理も無視しえない点ではあるが，その直接

的な･期待が森林レクリエーションの導入による地

域振興効果にあるのは明らかである。そこで山村

における観光開発による地域振興上の効果につい

てみれば，大別して経済的な効果と社会文化的な

効果をあげることができよう。

経済的効果については，森林レクリエーション

一森林の観光レクリエーション的利用一によ

って，所得の増大や雇用機会の増大をもたらし，

さらには地場産業の振興や一次産業の三次産業化

を進めることによって地域産業の伸展を促す，な

どの期待があるであろう。また，社会文化的効果

については，総じて山村の僻地性の解硝にあり，

来遊者の増大に伴う中央文明との隔絶感の緩和や

大都市との心理的距離の短縮といった期待もある
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う。しかし，これらの効果はいずれも

多数の利用者があってはじめて現われ

る効果であり，事業規模や事業内容に

よって効果の大小や効果の質に違いが

でてくるのも当然である。

たとえば日光国立公園に位置する藤

原町（栃木県）は，鬼怒川・川治の温

泉を中心に発展した町であり，かつて

の山村が歓楽地的温泉郷に変貌したと

いう面はあるにしろ，周辺部一帯の風

致・保健休謎林的扱いに負うところは

大であろう。これに類似した例では箱

根町も'代表的な事例であるし，この種

の例は全国的に数多くみられる。つま

り，この種のタイプ°は自然の景勝地と

温泉との組合わせによって発展してき

た山村であり，しかもレクリエーショ

ン利用が自動車に頼っているところに

特徴がある。反面，尾瀬沼を擁してそ'可.惨く勾澆”匂。』八I則’ノ窪鵬川口"返必に'一ノ見二●キャシプ場

の玄関口に当たる片品村（群馬県）で'lf驚枇=386,250WIj図･2山村振興の率例(静岡県引佐町）
は，ほとんどの登山者やハイカーは通過してしまている。もとより過疎現象はなく，村の財政力指

い，近年スキー場開発によってようやく旅館や民数も70％台と高い。

宿が成立するようになった例もある。あるいは奥上記の事例は，いずれも規模が大きくてテーマ

多摩（東京都）では，多くのハイカーやドライバ の主旨にそわないというのであれば，林野庁によ

－があっても，日帰り利用が多くて地元側の効果る自然休養林の事例評価が適切であるかもしれな

はプラス面よりもゴミ処理や交通渋滞などのマイい。しかし，自然休養林は森林レクリエーション

ナス面が大きいといった評価が聞かれる。の実績のある地域を指定したケースと，ほとんど

また，登山で著名な谷川岳や北アルプスなどで実績のない地域を指定したケースがある。前者に

も，山麓に登山韮地の街が発展するわけでもなついては天城山自然休養林（一部昭和の森）の年

く，アルピニストは山中の山小屋を使用する程度間300万人利用や草津自然休養林の259万人利用

で地域山村の振興には期待できない。しかし，登といった例（いずれも昭和55年)があるが，これ

山口がスキー場に当たる地域では，スキー民宿のらの利用実績は自然休養林事業によって現われた

利用として冬のスキー，夏の登山利用で大きな成効果というよりも，従前からの風致・保健休養林

果をあげているものもみられる。その代表的な例的成果というべきであろう。また，後者について

は白馬村（長野県）である。白馬村は人口6,500は十分な資料がなく今後の検討課題である。

人程度の山村であるが，白馬山麓のスキー場開発そこで，観光レクリエーション資源として特色

によって民宿が600軒弱,総宿泊収容力が30,000をもたない山村における森林レクリエーション導

入弱という村ぐるみの民宿村に変貌し，年間250入の事例をあげてみよう。事例山村は，静岡県の

万人の観光者から77億円の売上げ収入をあげ，西北端に位置して南側を浜松市と隣近している引

村経済は観光産業によって成り立つまでに変化し佐町である。引佐町は町内を3つのブロックに分
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けて振興上のテーマを設定し，各ブロックに補助

事業を導入しながら，一次産業空間の三次産業的

利用促進をはかっている（図・2)。すなわち,④ブ

ロックは第2次農業構造改善事業（自然休養村)，

⑧ブロックは新農業構造改善事業(緑の村)，◎ブ

ロックは第2次林業構造改善事業と県単による保

健休養林造成事業である。これらの事業は昭和48

年度から55年度にかけて,総事業費6億2,373万

円を投下して実施され，全町的組織によって運営

されている。

上記によってうかがえるように，引佐町は比較

的平凡な山村において，農林漁業の第三次産業化

を積極的に推進している代表的な地域である。森

林レクリエーションにおいても，かなり多彩な種

目が盛り込まれている。しかし，これらの事業評

価は今少し時間をおかねばならないとしても，キ

ャンプ場を中心とした各種の森林内でのレクリエ

ーションでは，年間稼動日数が著しく低いこと

と，雇用力が少ないといった，この種利用の共通

した悩みから逃れることはできない。

4．森林レクリエーションと山村の振興

さて，このようにみてくると，森林のレクリエ

ーショナルな利用と山村の振興については，次の

ような仮説が成り立つものと思われる。

①国立公園の指定地域内のように，すぐれた自

然景観を擁した地区では，その宿泊拠点となりう

る山村に限って大きな効果が期待できる。

②国立公園の指定地域内で，しかもすぐれた自

然景観を擁した地区でも，自動車による利用ルー

トが形成されていない山村では，効果が低い。

③自然景観のうえで格別の特色をもたない山村

であっても，各種の森林レクリエーションを導入

することは可能であるが，山村振興上の著しい効

果をあげるほどの事業規模は成立しにくい。

④すでにかなりの実績をあげている観光宿泊拠

点で，その周辺部の森林レクリエーションを充実

させた場合には，かなりの成果が期待できる。

⑤スキー場立地としての条件をそなえた地区で

は，夏季の森林レクリエーションも含めてかなり

顕著な成果が期待できる。

以上の点は，きわめておおまかな視点からなる

大胆な仮説といわざるをえないが，さらには，地

域山村の振興効果の立場から強調するならば，森

林レクリエーションの地域山村効果は，その利用

拠点における宿泊施設の規模によって評価されう

るといえよう。

また，わが国の森林レクリエーションは，おお

むね標高1,000m以上において観賞的利用がなさ

れており，スポーツ，レクリエーション的利用の

中心部は，気象・自然環境のうえから標高1,000

m前後が理想的である。しかし，この地帯は地形

的に制約をもつとともに森林保謹のうえでも重要

な地帯であり，多様な野外レクリエーションを備

えた利用拠点づくりには問題もある。しかし同時

に，夏・冬型リゾートを中心とした国民的ニーズ

の増大と山村振興の立場から，この地帯における

総合的森林レクリエーション・エリアの形成が強

いのも事実である。したがって，その社会的要請

にこたえていくのは今後の課題ではあるが，その

場合には，森林レクリエーションとの概念上の違

いを明確化し，森林レクリエーションの一形態と

しての，日本的な森林レクリエーションの在り方

を確立することが必要であろう。

最後に，仮説③に相当する自然景観のうえで絡

別の特色をもたない山村の場合について若干のコ

メンI､をしておこう。ごく一般的な山村におい

て，単独の振興対策が有効に作用するケースはま

れである。山振対策としての森林レクリエーショ

ンの導入も同様であり，森林レクリエーションに

よって顕著な山振効果を期待することは困難であ

る。一般に山村振興は，農林漁業の各種振興対策

や社会・教育対策などもリンクした，施策の総合

化によって生み出される効果に期待すべきであろ

う。その意味では，森林レクリエーションの直接

的な効果が低いといえども軽々しく評価を下すべ

きではなく，地域山村の総体としての振興方策に

てらして，適切な施策であったか否かの評価こそ

重要であるといえよう。

（こたにたつお・立教大学社会学部観光学科教授）
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’下津良隆
1

観光レク'ノエーション開発のもたらしたもの

和歌山県花園村のふるさと村整備一

2．花園村の概況とふるさと村整備の背景1．はじめに

花園村は，和歌山県の北東部，高野山系を源と

する有田川の水源地域に位置し，京阪神方面から

みて弘法大師の開いた真言宗の総本山のある高野

山のちょうど裏側に当たり，総面積48.24kmg,

林野率86％で標高300mから1,2001nにわたる

急しゅんな地形の渓谷型山村である。

村への交通は，南海電鉄高野山駅から，有鉄バ

ス（50分）で入るコースと紀勢本線藤並駅から

有田鉄道金屋ロを経て，同じく有鉄バス（90分）

に乗り継ぐ2つのコースがあるが，大型バスの運

行は困難で交通条件には恵まれていない。なお，

乗用車を利用する場合は高野山の南西麓を通って

90分で最寄りの橋本市へ出ることができる。

昭和55年の国勢調査によると村の世帯数は，

270戸，人口801人で，最近人口減少率が鈍化し

ているものの依然として過疎化のすすむ全国でも

珍らしいミニ山村である。村域の90％近くが森

林で占められ温暖多雨な気象条件が林木の生育に

適しているところから,人工林率は88％と高く，

林業が村の主要な産業となっているが，他の地域

と同様，戦後造林された幼若齢林が多いため，ス

ギ・ヒノキ人工林のha当たり蓄積量も97m3/ha

と県平均よりも低く，保育・間伐等の施業を要す

る林分が大半を占めている。

花園村を紹介するとき忘れることのできないの

は，昭和28年7月に発生した紀州水害のことで

ある。この大水害によって花園村は1集落全滅，

死者111人，流失および全壊家屋141戸（全体の

山村において，森林のもつ保健休養機能を活用

し，観光，国民休養の場を整備することは，都市

住民に対し，緑と憩いの場および健全な青少年育

成の場を提供するという山村に課せられた大きな

役割を果たすとともに山村に対しては，都市住民

との交流を通じて，山村地域に活気と所得の増大

をもたらすうえで極めて重要である。今後も都市

化の進展，余暇時間の増大等によって，山村にお

ける滞在型，活動型観光の需要が増加するものと

考えられるが，本県において人口わずか800人の

小さな山村ながら自然環境と文化的遺産等を活用

し，森林観光立村を目指して山村と都市住民の心

のふれあいを通じたユニークなふるさと村づくり

に取り組む花園村の現況を報告する。

和
歌
山
県
花
園
村
位
置
図

ギ妾蹴”
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i商野山卍ko歌

鐡界>＃浦 I奈良県市
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熊野灘
＝
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写翼･I花剛付のI↑'心，梁瀬集誹

44%),m畑の流失52ha(水田では80%),山林

の崩壊1,050ha(30%),橘梁28基すべて流失と

いう，いわば全村澗滅的な被害を受けた｡村では，

あまりの災害の大きさと，ほとんど時を同じくし

た高度経済成長に伴う村民の都市部への流失が重

なって，一時は全戸側|耐，廃村の話がもち上がる

ほどの窮地に立たされたが，村にとどまった住民

の粘り強い復旧意欲が源動力となり，20余年の

長年月を要したものの40年代後半には，この大

災害の復旧工事も完成した。

花園村は古くから高野ILIと深いかかわりを持

ち，集落（むら）の発生は高野山開創のときとさ

れ，その美しい村名も高野山への供花を専らとす

る寺領であったことに由来すると伝えられてい

る。現在の村の姿も紀州大水害の爪跡を包みこん

で，その名を表わすがごとく深く刻み込まれた渓

谷と清流，重なり合う山ひだと深い緑が織りなす

自然の中にあって穏やかなたたずまいを見せてい

る。

花園村では，この恵まれた自然条件を生かし

て，都市住民と自然を共有し，その活用を通じて

相互の利益享受を図るため森林観光立村一ふる

さと村づくり－を山村振興・過疎対策の柱とし

て推進しているが,このふるさと村整備の構想は，

大水害の復旧事業がほとんど完了した昭和45年

ごろから計画されたものである。それまで，多く

の村民の生活を支えてきた治山や道路等の災害復

旧工事が縮少段階に入り，それに代わる村民の就

業の確保が村にとって大きな課題となっていた。

村の基幹産業である林業は幼若齢林が大半で伐採

等の生産活動が低調であり，農業についても専業

農家はなく，’戸当たり平均耕作面積が20aとい

う自家用米作を中心とする零細農家ばかりで，緑

茶，わさび，花き等の特産物の育成がすすめられ

ているが’まだ商品化するに至っていない。ま

た，製造業関係では，綜梠ロープ加工，木箱製造

場等があっても家内工業の域を出ず，縫製工場等

の誘致も立地条件の制約から婦人の内職の脆朋に

とどまっているというような状況であった。

このように，村の産業振興，就労対策がなかな

か軌道にのらず，災害復旧依存型の経済からの転

換が容易でない状況のもとで，ふるさと村幣備の

構想が生まれ，村ぐるみの取組みによって新しい

山村づくりの根幹的な役割を担うことになる。

3．ふるさと村整備の概要

花園村のふるさと村整怖は，昭和45年ごろか

ら村振興の基本的方向として総想され，順次具体

化されていくのであるが，その概要を整備の順に

従って説明する。

（1）新子ふるさとの家・久木ふるさとの家

花園村におけるふるさと村整備の第1号施設

で，過疎化によって児童数が減少した学校を統合

し，廃校となった空校舎を活用して，都市の小・

中学生の林間教室として利用できるよう47～48

年に整備されたもので，後述する都市との縁結び

を促進する大きなキッカケとなり，現在も夏休み

期間を中心によく利用されている。

（2）ふるさとセンター「ねむの木」

花園村における過疎化阻止の拠点となる複合集

会施設であるとともに離村した人々がお盆に里帰

りする時や村に残していった山林の手入れに帰っ

てくる時，だれにも気兼せずに故郷に宿泊できる

施設を確保することを目的として，村単独事業に

より過疎債を主要財源として建設され49年5月

オープンした。

このふるさとセンターは，花園村におけるふる

さと村整備の拠点施設となっているが，センター

の開設と前後して具体化してきた大阪府守口市と
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表･2守口ふるさと村利用（宿泊）状況蝉位：人，％）表･1施設の概要

､I
FII用（宿泊）者数述 物

鉄筋コンクリーI､造二階建
1,283．28m2

難静耀賎{叙）
会議室（〃15人）
青少年室（兼会議室30人）

溌豊躍贈議篁，食箪,老人鑿，

塙称

ふるさとセンター

「ねむの木」

(瓢業盤162,300千円）

、

年度

一
計
一
吋
唖
押
》
’
四

｢

I小 人幼児

551113

495145

6981172

730－嗜里
1321!86

大 人

893

1b050

1,204

19360

「扇

昭52
53

54

55

55／52

’

写真･2ふるさとセンタ－ねむの木 ,；‐,菖凸 苧

に-.子--塁＝一－一－一一－

写真｡3守pふるさと村の小学生

た民家の改修，バンガローの設置など守口市民の

憩いの場となる宿泊施設としいたけ園，淡水魚

（アマゴ)，昆虫（カブトムシ）養殖施設等を整備

した。一方，守口市は集いの広場，民芸品制作実

習室等をもった屋内レクリエーション施設を分担

し，集いの広場は，床板を張らず土をそのまま残

してレクリエーション，屋内体育の場として使用

するとともに花園村に古くから伝わる郷土芸能

「仏の舞｣，「御田の舞」を披露してもらうなど守

口市民と村民の交倣の場として活用できるよう建

設されている。

守口ふるさと村は52年5月のオープン以後，

守口市の小。!''学生や家族づれを中心として，表

･2のように利用客（宿泊）が順調に伸びてきて

いる。

（4）峰手森林公隙l

ふるさとセンターと守口ふるさと村の中間点に

当たる峰手地区にあって，ふるさと村の埜幹的な

施設群を有機的に結ぶ森林総合利用施設として，

53年度に第2次林業構造改善事業で整備された

ものである。標高500mから880mの眺望のよい

緩斜山腹を縫って，ふるさとセンターと守pふる

の提携による山村と都市協同事業と結合して，さ

らに充実され,55年度には年間宿泊客6,000人，

立寄り客5,700人を数えるようになり，心配され

た収支も若干の黒字となっている。また，センタ

ーの従業員10名は，すべて都市からのUターン

組で占められ運営されている。

（3）守口ぷるさと村

山村と都市が提携して，観光レクリエーション

施設等を整備することによって，山村と都市の住

民相互の文化・社会。経済の交流を促進し，都市

住民の緑に対する欲求を満すとともに山村地域に

おける産業の振興，住民所得の向上および生活環

境の整備を図るネライから，国土庁のモデル事業

のテストケースとして，事業費の半分6,000万円

を守口市と花園村が各々分担して，50～51年の

2カ年事業で整備したものであるが，これは49

年6月，県が企画し大阪府の協力を得て行なった

大阪府下過密都市7市による和歌山県下の山村に

おけるふるさと村候柿地の視察が縁となって実を

結んだものである。

花園村では，全戸離村によって無人化した有中

集落を中心に用地を旧住民から借地して，食堂，

浴場，集会室等をもつ管理棟の新築，廃屋となっ
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さと村を連絡する林間歩道がはしり，その間に総

合案内所，バンガロー，間伐材利用のアズマヤ風

の休憩所，林間広場をはじめ，スギ・ヒノキのモ

デル林，花木園等が配備されていて，来村した青

少年の野外レクリエーションによく利用されてい

る。

（5）都市住民参加の村有林共同経営

都市の人に山をもつ喜びと楽しみを味わっても

らうとともに山村や林業を理解してもらって，交

流を深め山村に活力を呼びこもうという趣旨か

ら，55年度に林野庁の特定分収契約設定事業の

適用を受け，県下7市と花園村になじみの深い守

口市など大阪府下5市の市民を対象として，1口

20万円の出資による村有林の共同経営を呼びか

けたところ，予定の85口の3倍以上にのぼる申

込みがあり，村では出資申込数を1人1口に制限

して抽選し，分収契約を締結した。会員にはふる

さとセンター宿泊費の割引き，山菜などの手土産

つきで歓迎するとともに第2．3回の募集を計画

している。

（6）都市女性と山村青年の交流集会

都会の若い女性を山村に招待して，山村のよさ

を見直してもらい林業後継者たちとの語いの中か

ら，お互いの意志疎通ができ1組のカップルでも

生まれ，山村の次代を担う世代が育ってくれれ

ば．．…･との期待から，昨年10月隣りの清水町と

共同で，ふるさとセンターを中心に1泊2日の交

流集会を開いたが，双方各々50名近くが参加し

て，記念植樹や山での下刈り，施肥等の共同作

業，郷土芸能をみる交歓会等を行ない大変盛会で

あった。今のところ正式なカップル誕生とまでに

は至っていないが，参加者の好評をバックに2～

3年続けて実施するよう計画がすすんでいる。

4．むすび

花園村のふるさと村整備は，

（1）山村の森林，山野，渓流等の原始的な自然

はもとより耕地，人工林等も含めて，村全体を自

然公園と見たて，新しい開発の手を加えることな

く，そのままの姿で利用する。また，過疎化によ

って遊休化した学校や家屋などは，できるだけ活

用する。

（2）山村と都市住民の心のふれ合いを基本とし

た交流を深めながら，山村の資源を共有し，享受

する利益に要する経費は相互に負担する。

（3）国や県の山村振興，過疎対策等の事業や林

業振興事業をすべてふるさと村整怖の一環として

組みこみ，各々関連づけながら実施する。

などの特色をもってすすめられ,来村者も年々，

着実に増加してきている。

もちろん，大型の観光バスが利用できるような

幹線道路の整備促進，友好提携都市守口市民のふ

るさと需要の拡大と，利用の周年化，および守口

市からの要請に応じきれないほどの，しいたけ，

栗，こんにゃく等特産物の生産拡充など今後取り

組まなければならない課題も多いが，昨夏の高野

・竜神スカイラインの開通を契機として，さらに

充実され前進することを期待している。

（しもつよしたか．和歌山織鱸灘主紳）
ー…一一"”左……－…

主仙

企画

協賛

期日

会場

識演申込締切

灘淡申込方法

第7回「リモートセンシングシンポジウム」開催のお知らせ

（社）計測自動制御学会をお送りします。

リモートセンシング部会鮒菰の予稿集：講演時間は1件当たり15分ないし20分。予
日本林業技術協会ほか27団体蕎集は，1論文1,480字誌原稿用紙2ページ
脇和56年11月17日（火），28日（水）または4ページとなります。
機械擾興会館(東京都港区芝公園3－5-S)辨演原稿提出締切：昭和56年10月9日（金）

昭和56年8月31日（月）参加賛：本会および協賛学協会会員5,500I3,学生
A4版の透明用紙に①題目，②登壇者・辿名3,500円，一般6,500円

者の氏名，勤務先および所属学協会名，③巡織演申込先：（社）計測自動制御学会リモートセンシング
絡先，④400字以内の概要，⑤希望するセツシンポジウム係（〒113束京都文京区本郷
ション名，⑥原稿枚数の指定を記入のうえお1-35-28-303"03-814-4121)
申し込みください。申込者には指定原脇用紙
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’ 手嶋潤一 ｜’

観 光計画

はじめに

最近の社会情勢の変化の中で森林の持つ意味も大きく

かわり，その公益的機能，特に保健休養機能に対する期

待は高まりつつあります。昭和55年総理府が行なった

「森林・林業に対する世論調査」においても森林に期待

する役割として「保健休養などのレクリエーションの場

を提供する働き」に高い評価が与えられています。

一方，山村振興農林業対策事業，林業構造改善事業等

種々の施策の中でも野外レクリエーション需要にこたえ

る事業が行なわれていますが，その事業内容は通常の腱

林業とは異質な面がみられ，事業をなじみにくいものに

しているかもしれません。事業目的としては，農山村の

生活環境の整備であったり，経営基盤の整備であった

り，就労の場の確保であったりしますが，主として地域

外からの来訪者が利用する施設の整備を行ない，その利

用の結果が地域の経済にプラスになることを目的として

います。このような目的を持つ事業は，その効果の予

測・計画のノウハウ等に専門的技術を必要とします。こ

れらの計画は，一般に観光計画と呼ばれるものに近く，

その計画は一部の専門家にまかされ，質の高い計画が樹

立されていますが，その手法等については専門的部分が

多く，一般的に理解しにくい面があるかもしれません。

本稿では，農林業にかかわる観光計画樹立の参考になる

よう一般的な観光計画についてわかりやすく述べてみた

いと思います。

観光とは

人々が日常生活圏を離れ，他の地域で景色や土地の風

俗・習領を見たり聞いたり，また野外レクリエーション

を行なったりすることを観光と言っています。この観光

に対する欲求は経済の発展，都市生活者の増，管理社会

の進展とともに高まり，現在では観光活動が生活の一部
●●｡●●●●●●●●●●●●

を占めるようになり，生活にゆとりをもたらす価値ある
■●

行為となりつつあります。

’

観光は，人々がある地域を訪ね一定時間滞在してその

土地を楽しむわけですから，その間に種々のサービスを

必要とします。サービスは駐車場，歩道，展望台，ホテ

ル，土産品店等"もの"の型をとるものと，情報提供，接

客等"もの"の型をとらないものがありますが，それらサ

ービスの中に地域の産業として成り立つ可能性をもつも

のがあります。

観光計画

観光計幽は地域計画の一種で，観光活動がよりよく行

なわれるための計画であり，土地利用計画，施設整備計

画，観光交通計画，運営計画等，ソフト・ハード両面の

多様な計画を含むものです。

表･1観光地で行なわれる活動

登山

自然探勝
キャンプ

植物採集
オリエンテーリング

ツアー・スキー

スノーモービル

ピクニック

乗馬

ドライブ

飛行機乗り

名所めぐり
ﾉ､イキング

狩猟

昆虫採集
ゲレンデ・スキー

そり遊び

スケート

野外ケーム

サイクリング

ゴノレフ

スカイダイピング

空中滑空

歴史探訪

○○狩
波乗り
スキン・ダイビング
モーターボート

川下り

水上スキー

魚釣り
避悪

温泉

避寒

舟釣り

各種遊戯
レジャー農業

海水浴
職遊び

ヨット

舟遊び
カヤック

潮干狩
コート・ゲーム

水泳
アーチェリー

文化財鑑賞

ナイト・プレー

資料：日本観光協会「観光レクリエーション地区及び観光施
設の基準に関する調査研究Ⅱ観光施設の基準」1974

自然資源

人文資源

表･2観光麦源の分類

HI軍纒厚帥電喚轤右雛臘督纈
象

瀞勘蕊輯騨申織瀞職圃'歴史景
－b

橋，近代公園，建造物，動・植物剛，博物館，
美術館，水族館

観光交通資源測査，雌没省，1973より
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観光計画を考える場合の参考として吐木計画」の計

画プロセスを考えてみますと，下記のようになります。

土木計画の一般過程

社会的要請→必要性のチェック→供給可能性チェッ

ク→椛想計l剛→候補地選定→地区の決定→比較案検

討→計画決定→詳細計画→実施計画→完成→運用

（鈴木忠義:土木計爾のｼｽﾃ全癖熟雛）
観光計画においても同様の展開がみられますが，観光

計画は土木計画より計画地が明確になっている場合が多

く，一般的には下記のようなプロセスになります。

ニーズの碓認（社会的要諦，必要性のチェック）→

地域の観光ポテンシャルの碓認（供給可能性チェッ

ク）→柵想計画→基本計画（計画決定）→詳細計画

→実施計画→完成→運営

また，計画は事業者の意志決定の各段階および事業実

行のコンセンサスを得る各段階において糖度にちがいが

あり下記の計画に分かれます。

購想：基本撒想

基本計画：マスタープラン

実施計画：年次実施計画

遮営：運営管理計画

観光計画の内容

計画は，だれが（主体）何を（対象）何のために（目

的）どのように（手段）し，その結果（効果）はどうか

を明白にしなければなりません。

観光計画においても事業主は“だれか"観光対象は"何

か"，それを‘‘何のために""どのように"し，その"結果は

どうか"が全て含まれていなければなりません。“観光対

象は何か"という計画上の判断においても，はたしてそ

の観光対象が魅力あるものなのか，その場所への到達性

はどうか，利用者をどのくらいひきつけておけるか，そ

のためのサービスは何かという種々の検討が必要です。

地域の持つ全ての条件が相互作用し，判断は単一の条件

のみではできません。そのためすぐれた観光計画を樹立

するためにはド記の調査分肝が必要で，その結果を総合

的に判断し，創造的なプランニングで地域の可能性をひ

き出すことが必要です。

・利用者のニーズ（何を望んでいるか）

・地域の特性（ローカルタイプは何か）

・観光資源は何か（ローカルブランドは何か）

・利用者はどのくらいか

く利用者のニーズ（何を望んでいるか)＞

余暇時間の増加，所得の墹大に伴い観光活動は活発化

し，昭和40年代にはマスレジヤー時代を迎えました。

この高度経済成長時代の数多い観光体験をへて，利用者

はより自分の欲する活動を求めるようにな・り，観光の内

容にも変化が現われました。

1．観光活動形態の変化

観光活動の主流を占める観光旅行の形態は団体旅行か

ら小人数旅行（グループ旅行）へと変化しています。

『観光の実態と志向」（昭和53年日本観光協会）によれ

ば，特に家族旅行が増えています。

2．「みる」観光から「する」観光へ

単なる慰安そのものが目的の旅行から活動的目的（ス

ポーツ，見物）や保護そのものを目的とした観光活動が

増えています。すなわち野外レクリエーション活動（ス

キー，登山，ハイキング，釣り，海水浴，テニス，サイ

クリング等）や，名所旧蹟等の見物に対する欲求が増え

ているといえるでしょう。

3．旅行手段の変化

自動車の普及と旅行形態の小グループ化によりマイカ

ー利用の旅行が増えています。団体旅行とちがいマイカ

ーによる旅行は，自分の好きな時に，好きなルートで，

好きな場所へ行き，好きな行動ができるという長所があ

ります。ちなみに，日光国立公園を訪れる観光客の56

％は，マイカーを利用しています。観光客のニーズによ

り観光内容も変化しているわけですが，観光活動は将来

日常生活の一部として定蒲し，家族や気に入った友人同

士等の小人数グループで，野外レクリエーション活動や

保鍵そのものや地域の文化との触れ合いをもとめ，気に

入った観光地を何皮も訪れるようになるだろうといわれ

ています。

＜地域の特性（ローカルタイプは何か)＞

観光客は地域のローカルタイプを知ることによりイメ

ージをいだき，そのイメージを確かぬるため旅行すると

いわれています。ローカルタイプはその土地そのものを

端的に表現するもので，高原型・山村型・海浜型などが

あり，だいたい観光巻が訪れたい場所を決める時，最初

にイメージとしていだくものです。観光計画は地域のロ

ーカルタイプを明白にし，よりはっきりした性格づけを

行ない，そのタイプの特徴を打ち出すプランニングでな

ければならないでしょう。

＜観光資源は何か（ローカルブランドは何か)＞

その土地の観光資源として売り物になるもの（観光客

がひきつけられ見たり聞いたり参加したりして満足する

もの）は何か，これはソフト・ハード両方の賛源を含み
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図・2平均滞留時間一回転率

資料：糸賀黎「観光地計画における計戯的問題について」
1961

ます。

透き通るような青い湖であったり，釣りのできる渓流

であったり，地域住民と観光客の交歓の場になる土地の

際り」や「行事」であったりします。これら観光資源

をよりよく利用し，保全するための計画が観光計画の主

要な部分です。

＜入込者はどのくらいか＞

観光計画において，訪れる観光客数を予測すること

は，計画の規模を考える場合不可欠です。

現在観光客の入込のある地域の観光計画では，過去の

入込者数を参考にし比較的容易に予測できますが，現在

入込者のない地域の観光計画における入込者の予測はむ

ずかしく，誘致圏内の人口，到達時間等により予測しま

す。

観光計画の要点

『望ましい観光地づくりの方向』（昭和52年，観光政

策審議会）によれば「新規にせよ再開発にせよ，観光地

づくりを目指す場合はその企画計画の段階に十分時間を

かけ経費を惜しんではならない。観光地づくりが地元民

の納得を得，観光客を満足させ，かつ経済的にも効果を

生み出すためには実に種々な条件を考慮し，解決しなけ

ればならないからである」と言っています。観光計画の

実施により，影響を受ける人々には，観光事業者，観光

客，地域の住民の3者がおりますが，計画実施の結果3

者のいずれかにでもデメリットがあってはならないでし

ょう。特に観光公害と呼ばれる地域住民に対する負担の

予測される計画はさけるべきです。また計画の大半は，

自然の改変を伴います。自然の改変は，ある程度を越え

ると自然破壊につながり，その結果観光地としての魅力

を失うばかりでなく，災害等を誘発する場合もありま

す。このようなマイナスの面をなくするため，計画にお

いてはどの程度の規模（自然の改変）が許されるか判断

することが必要です。

どの程度の規模が望ましいか

観光計画のプランニングでは，計画規模をどのくらい

にするかが問題になります。計画の規棋は，計画地の自

然環境の持つ許容力（地域容量）によって決まる場合

と，その観光地を訪れる利用者の数によって決まる場合

があります。

利用者の数によって計画の規模を決める方法は，ある

時間に利用する人間の最大数（同時最大利用者数）に計

画される施設の空間原単位（利用者1人当たりに必要な

計画地の規模）を乗じて決めます。

計画の規模＝同時最大利用者数×空間原単位

同時最大利用者数を決めるには，まず年間の利用者数

（年間の利用者数がわかっている場合はその数，未知の

場合は予測した数）に，観光地の季節型（四季の内，観

光客が集中する季節により1季型，2季型，3季型，4

季型と呼ぶ）による最大日率（年間の利用者数に対する

最大日利用者数の割合）を乗じて，股大日利用者数を決

めます。

最大日利用者数＝年間利用者数×最大日率

最大日利用者数がわかりましたら，観光客が滞在する

時間によって決まる回転率を乗じ，同時最大利用者数を

決めます。

同時最大利用者数＝最大日利用者数×回転率

計画規模が決まりましたら，その規模の中に詳細計画

のない空間（利用者の実際の行動の中で，自然発生的に

利用が決まる空間）を残しておいたほうが良いようで

す。計画対象地を100％計画し，プランとして完全な形

に作りあげて整備を行なうとゆとりのない観光になって

1一
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しまい，利用者に喜ばれないようです。計画上予測され

る行動パターン等についても，あくまでも標準的な行動

として考えられるものですから，実際はそのとおり行動

するとは限りません。計画の中に余裕のある部分を残し

ておくほうが良いでしょう。

計画対象地を100％計画せず，未計画の部分を残して

おいて整備を行ない，未計画部分は利用の実態をみなが

らプランしなおす9割主義の計画のほうが，結果として

はより良い観光になる場合があるようです。

また，施設の配置や大きさ（スケール）は，利用者が

意識せずに無意識に利用できることがのぞましくその地

域のイメージの中でさりげなく配置され，人間の尺度

（ヒューマンスケール）に無理がなく，あるべき所にあ

るべき大きさで施設がある状態が理想的でしょう。

魅力はどのようにしてもたせるか

魅力ある観光地とは，端的に言えば，利用者がもう一

度訪ねてみようと思う観光地と言えるでしょう。施設を

作れば人が来るという時代は腱わりました。人々をひき

つけ楽しませ，また来ようという気持をもたせるには

"もの"だけでは不十分でしょう。80年代は「知恵の時

代」と言われています。知恵言い換えればソフI､ウエア

ーによる観光地作りが必要です。“もの"は，必要最少限

で良いのではないでしょうか。

土地に伝わる風俗・習悩・催事が観光資源として評価

を高めています。地域の人たちが自らの文化に誇りをも

って紹介し，サービスするタイプの観光地が魅力の高い

ものになるでしょう。そのためには地域の人々が生活習

慣を大切にするとともに，ローカリティーを生かした特

色ある地域づくりが必要でしょう。住んでみたい所は観

光地としても魅力がありますが，それ以上に観光客を快

く迎えもてなすホスピタリティーが一番の魅力になるよ

うです。言い換えますと観光の魅力は，旅行者と旅行先

の人々との接触によるところが多いと言えるでしょう。

観光計画は，人の心に訴えるシステムの計画であるわけ

です。したがいまして，「観光という分野における計画

は，一概にデーターや理論だけでは結論がだせるもので

はない。人間の感覚に訴えるものだけに，計画の主要な

部分が計画者のセンスによって決定せざるを得ない。計

画者や地元の人々の心づかいの職み亜なりが，観光者の

心に感動を呼び起こすことになる」（日本観光協会，『観

光計画の手法』）と言われます。

魅力ある観光地とは，特色あるローカリティーと地域

の人々のホスピタリティーにあると言えるでしょう。

おわりに

観光計画の概略を述べましたが，地域開発の手段とし

て観光開発を考えた場合，多くの問題点を含んでいま

す。

1．ニーズが多様化している

観光客のニーズが多様化し，単一な種類の観光資源だ

けでは利用者をひきつけることが困難な場合がありま

す。観光の内容が，各人それぞれの趣味，教養，スポー

ツのためのものになるとともに同行者によっても観光目

的が多様化しています。このようなニーズにこたえるた

めには，利用者の目的にあった特色ある観光地を作らな

ければなりません。

2．利用に季節的変動がある

観光地は，その季節型により時期的に利用が集中しま

す。たとえば日光は3季型の観光地ですが，ハイシーズ

ンである5月，8月，10月の観光客数は，年間の観光客

数の41％になります。このように時期的に変動があり

ますので観光客を受け入れる地域のサービスシステム

も，変動を考慮して検討されなければならないでしょ

う。

3．質の高い観光地に育てあげるには時間がかかる

観光地は，はぐくみ育てるものであり，単時間にすべ

ての計画を完成させるのではなく，利用者と地域住民の

交流を通して除々に計画を進めなければならないでしょ

つ｡

4．地域ぐるみの整備が必要である

観光計画は総合計画であり，単一の計画ではなく地域

全体の計画の中で進めなければ魅力は生まれません。す

ぐれた観光地を作るためには，地域スケールでものを考

えなければならないでしょう。

（てじまじゅんいち・栃木県環境観光課）
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映画『エマニエル夫人』で，主人公がベランダで午睡

するシーンなどご記憶の方も多いと思うが，その時の椅

子にまで気を配った方は少ないのではないかと思う。そ

の椅子に限らず，バスケットなど数多くの藤製品があの

映画には小道具として使われていた。日本でも夏向きの

家具として，篠製品は重宝されているように，東南アジ

アの国々では，それは日常生活に欠かせないものの1つ

である。その用途は竹製品と酷似しており，日本や中国

を中心とした竹文化，インドのヤシ文化に対比させて，

インドネシア・マレイシアを中心とした地域は藤文化圏

と称せられているほどである。

朧は現地語（インドネシアーマレイシア語）でロダ

ン(Rotan)と呼ばれ，ウロコゴヘイヤシ亜科(Lg"fo-

c(zryoidc(ze)に属する植物のうちつる性を示すものに対

する総称である。その典型は細長い茎が森林内を桐旬し

たり，樹木にまきひげをからみつけて立ち上がる性質を

示し，この茎が家具類に利用される。

ロタン製品の需要は単に東南アジアにとどまらず，世

界的な広がりを持っている。たとえばシンガポールから

は約60カ国にロタン製品が輸出されており，その主要

相手国はイタリア，米国，西独，フランス，台湾，スペ

イン，香港である4>･東南アジアからのロタン素材の輸

出量は年間数-'一万トンと推定され，インドネシアがその

8～9割を占めている。ついでマレイシアが約1割を占

め，タイ，フィリピンもわずかながら輸出している。

このように国内のみ踵らず世界的にもかなりのロタン

茎に対する需要があるにもかかわらず，これらの産出国

ではつい最近までロダンを全くといっていいほど無視し

てきた。ところが最近になってロタンの需要の増加に加

えて，森林開発に伴う森林面積の減少，丘陵林への移行

によって，ロタン茎の不足と品質の低下が目立ち始めて

きた。このため数年前から各国とも森林資源としてのロ

タンに注目するようになってきた。マレイシアでは林業

森徳典

研究の重要課題の1つとしてロタンの栽培にかかわる研

究が1975年から開始された。

私は熱帯腿業研究センターを通して，マレイシア国森

林研究所に2年間滞在し，熱帯降雨林樹種，特にフタバ

ガキ科樹種の樹木生理と造林に関する研究に従事した

が，この間にロタン関係の研究も一部お手伝いした。フ

タパガキ科を中心とした熱帯産樹木については，これま

でかなり詳しく紹介されているが，ロダンについてはま

だ知られていないように思うので，その特徴とマレイシ

アを中心とした研究の現状を紹介したい。

分布と形態

1960年代ころまでのロタンの研究は分類を中心とし

た博物学的研究が散見される程度である。したがってマ

レイシア産口タンの分類が体系化されたのはほんの2年

前のことである。

それも_l二述のプロジェクト研究のためにイギリス王室

植物園から派遣されたJ.Drans6eldによってやっと完

成された2）。このような状態であるからロタンの生理・

生態的特徴はほとんど知られていないといっても過言で

はない。

ロタンと称されるものには14属約550種が現在まで

に確認されている。その地理的分布から東南アジアと西

アフリカの2大グループに分けられる。西アフリカには

4属が存在し,このうち3属は小さな属で,多くの点で原

始的な形態を示すアフリカ特有の属である｡残りの1属，

C"/,a岬"sは最も広い分布を示し，西アフリカからフィ

ジー諸島，中国南部からオーストラリア北部にまでまた

がっている。東南アジアにはこのCa雌""@sを含めて11

属517種が知られている(図・1)。このうち配E"sp"〃αと

H》gひ"0"z"犯の2属はDransfieldの最近の研究で追加さ

れたものである1)。一方Furtadoは上記2属を除いた9

属に加えてCol'"0γαとSc〃た0妙α鋤αの2属を記載し

ているが3>,Drans6eldによれば,両属ともCaﾉ""郡sの
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図･1東南アジア産ロダンの分布

仲間であるとしている。ここではDrans6eldの説に従

って図・1を作製した4)。

図から明らかなごとく，東南アジア産ロダンはマレイ

シア’あるいはスンダ大陸棚を中心に同心円状に分布

し，中心を離れるに従って属数は減少する。なおマライ

半島，スマトラ，ジャワ，ボルネオはスソダ大陸棚上に

あり，第3紀時代にはこれらは陸つづきで一大陸を形成

していたとされている。また生物地理学上有名なWal-

lace線（図・1)を境にして，その西側と東側ではロタ

ン植物相に大きな相違があり，両側に共通な種としては

C""""so7'"""Sが知られているにすぎない。

このようなロタンの地理的分布の特徴は，その分布範

囲がやや広いということを除けば，フタバガキ科のそれ

と全く良く似ていることは興味深い7)oウロコゴヘイヤ

シ亜科の原産地は西アフリカであると推定されている。

東南アジアでロタンが分化したのはフタバガキ科の分化

と時を同じくしていたのかもしれない。

ロタンの垂直分布は一般に広く，マレイシアでは平地

からカシを主体とした高地林のその上のシャクナゲ林

（約2,900m)にまで及んでいる。しかし平地の種が

1,000～1,400m(フタパガキ科の上限）以上の高地に

侵入することはなく，またその逆もない。半島マレイシ

アには104種のロタンが生育しており，その形態は様々

伽・Ofs“C1

1：醜Z“”6粒（1）

2二鱒澁谷酌滅砺（1）

3：碓鉱｡噸俳巴。（1）

4；錨h;”鎭侭（1）

＊？JoDransfeldによる仮称|(2)

である。ジャングルの地床を何十mも綱制した後，地上

数十mもある林冠層の最上部にまで梢頭を出し，全長

100mを優に越える長大なロダン(C"α""崎"7α"α"jC.

"esi"s)もあれば，生涯ロゼット状のままでほとんど茎

の伸びないもの(C."s"""s)も見つかっている。

一般的にいってつる性であるということがロタンの特

徴の1つであるが，そのほかにトゲがあげられよう。茎

はもちろん，葉柄，巻ひげなど全身トゲで覆われている

のが普通で，そのトゲの鋭いことも一級品である。ロタ

ン茎の採取は，こんなトゲトゲした茎を人力で揺さぶ

り，林冠層から引きずり下すのであるから大変な作業で

ある。時には大きな枯枝が落下して大怪我をすることも

あると聞いた。余談ではあるが，熱帯地域はご存知のよ

うに無風地帯であるから，大きな枯枝が長く樹上に保持

されることが多く，林内を歩く時は雷雨前の疾風に注意

するようにといわれていた。

トゲの配列の仕方は種によって異なり，種を識別する

重要な指標となっている。茎の太さは直径3mml程度か

ら〃"Zoco"""c/0"g"eのように20cmにも達する種

もある。また単幹性と多幹性のロダンがあり，中には分

枝する種もある。C."esi"s､C・かαc""ole"sは飼制芽

を生じ，光条件が良くなると立ち上がり茎となるといわ

れている。その他の特徴としては,KO"""Zsiα属を除い
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てすべてのロタンは単性花であり，竹のように一生に一

度だけ開花するものと経年的に開花するグループに分け

られる。このように多種多様のロタンがマレイシアには

生育しているが，現在利用されている有用種は8種で，

森林内に点在する天然性ロタンを切り集めて利用してい

るのが現状である。

種子は’個の果実に’個ずつ入っているのが普通であ

る。外果皮は鱗片状で通常黄褐色を呈し，若いマツの球

果と外見上はよく似ている（図・2A)。果肉は食べら

れるということであったが，私が試みに口にしたもの

(C.ｼ"α"α"）は酢っぱいだけでおいしくはなかった。

しかしミンダナオではある種のロタン果実はおいしく，

現地人の貴重なビタミンcの補給源になっているという

話も聞いている。

種子発芽

私がマレイシアに行って間もないころ，上述のような

形をしたロタン果実がどっさりと持ち込まれた。話を聞

けば発芽に45～90日もかかり，発芽率も悪いので調べ

てほしいということであった。私はロダンの研究のため

にマレイシアに来たわけではない。タネを扱った経験も

ほとんど皆無に等しかったが，初めて見るロタンのタネ

の奇妙さはどのように発芽するのかという興味をそそっ

た。そのうえ当時私のいた研究室は種子および林木生理

が担当の新設研究室であったが，現地の研究者は’人も

おらず，私と助手2人だけという状態で，立場上むげに

断わるわけにもいかなかった。何とかなるだろうと思っ

て引き受けることにした。これが私とロタンの出会いで

ある。
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図･2C.mananの種子

の形態と発芽

A;果実!,B:菰子，

C;種子断面の一部，

D:胚の突出(5～7

日目),E:Dの断面，

F:3週間目前後,G

：鱗片葉の出現,H:

Gの断面}ed:内乳，

em：胚,gp:発芽孔，

hc:子葉を原基とし

た吸器'1i:小舌状突

器,1r:側根,pC:発

芽孔蓋jpl:初生葉，

pr:主根，ra，幼根，

rp:幼根原基,Sa:果

肉JSe9種子,sl:鱗

片葉,Sp:鱗片状外果

皮

持ち込まれた果実はC."""α"で，マレイシアでは太

い茎を産する最重要種であった。このタネを用いて行な

った若干の実験結果について紹介したい5)。何はともあ

れ，まず種子の形態と発芽の様子を見なくては話になら

ないというわけで観察した結果が図､2である。

種子（長径1.5cm,短径1.0cIn程度）の外側は茶褐

色で凹凸が激しい。この外殻と明瞭な境界がなく白色の

硬い内乳につらなっている。内乳の一部に直径2～3

mm深さ数ミリの穴があり，この中に胚が埋め込まれて

いる（図・2B,C)。この穴は種皮が変形したと思われ

る薄い小円形の蓋でふさがれている。胚を切ってみる

と，幼根の原基となる分裂組織が顕微鏡下でやっと見ら

れる。普通の単子葉植物の種子に比較して，明らかに胚

は未成熟の状態であった。また胚と内乳は組織的に結合

していないようで，胚だけを簡単に取り出せた。内乳の

主成分はでんぷんではないが炭水化物であるようであ．っ

た。

シャーレに播種後5～7日で胚が膨潤し，発芽孔の蓋

を押し上げて外部に頭を出す（図｡2D,E)。この突出

した部分の中央から幼根が出始めるのは10日目以後で

あった。その後突出部の側面が膨らみ始める（図･2F)。

この小舌状突起は上向生長をし，その先端から鱗片葉が

出る（図・2G,H)。この段階に達するまでに播種後1

カ月以上を要した。2～3枚の鱗片葉が出た後に初生葉

が出現する。

種子発芽の進行に伴って，子葉を原基とする吸器が内

乳から貯蔵義分を分解・吸収しつつ生長する（図・2E,

H)。吸器による鍵分吸収は吸器先端から分解酵紫が分
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表･2口タン種子の貯蔵温度と発芽率（％）表･1口タン種子の発芽と前処理の効果
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鮖

注；下段はすべてバッチIの種子

泌され，それによって内乳を分解・吸収するといわれて

いる。内乳は初生葉が完全に開葉するころに消費しつく

される。したがってそれ以後の苗木の生長は初生葉によ

る光合成産物に依存することになる。

このような発芽形式はヤシ類一般に共通しているよう

である｡．たとえば，ココヤシの場合，大きな丸い細口の

瓶の中に栄養水を入れてコルク栓をしたようなもので，

このコルク栓が胚に,中の水が内乳に相当する｡胚から内

部に吸器が伸長しながら瓶内の養分に富んだ水やミルク

を吸収して発芽が起こる。南方の天然清涼飲料水として

有名なヤシ水は実はこの内乳の一部に相当する。まこと

に原始的な種子形態をしているものだとびっくりすると

ともに，試験管内で胚を培謎して植物を育てる方法に酷

似していることに気付いた。生物界の巧妙な仕組に比べ

れば，我々の技術は進んだとはいえまだ幼稚なものだ。

ともかくこれでは発芽に長日数を要するのも当然と思

った。図･2のFのステージに達した種子をいちおう発

芽種子として,発芽率や発芽日数を調べた結果が表・1で

ある｡表から明らかなごとく,果肉を完全に除去すること

が発芽には不可欠である。薬品処理や低温処理等の結果

を考え合わせて，この種子は休眠することはないと思わ

れる。これまで発芽日数が長かったり，発芽率が悪かっ

たのは，果肉の除去が十分でなかったという極めて常識

的な結論になった。ただ果|殉は種子に強固にくっついて

いるので，きれいに除去することは容易でない。実験的

には台所用ミキサーを改良して果肉を取り除いたが，事

業的には果肉を腐敗させて芋こでするのがよいだろう。

ロタンの種子は乾燥に耐えない。乾重の40％以下に

含水率が低下すると種子は急速に発芽率を失い始め，20

～30影で発芽力は完全に失われる（図・3)。この関係は

フタバガキ科の種子やいわゆるドングリの仲間と似てい

た7>･低温に対する種子の抵抗性については，表･2にみ

られるように,10｡C以下では1カ月以内にかなりの種
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図・3C,mannnの種子と果実の含水率と発芽率の関係

子が発芽力を失う。10～14｡Cの間でも,4カ月以上経過

すると胚に低温障害が現われ始める。したがってこの種

子は乾燥にも低温にも耐えないので，長期間種子を保存

することは困難なようである。ただロダンの中でも比較

的季節性を示す北方の気候帯に生育するロタンの種子が

どのような性質を持っているかは興味深いところであ

る。

生長と環境

ロタンの生育に適した土域型など詳しいことはいまだ

不明である。自然立地から判断して，マレイシアでは一

般に排水の良い湿潤な土域で，谷間のような日陰で湿度

の高い立地が良いとされている。ロタンはまた林床で幼

時を過ごし，光条件が良くなると立ち上がるとされ，陰

性植物であると信じられている。したがってマレイシア

ではロタンの植栽試験はすべて樹下植栽によって行なわ

れている。しかし私がC.c"s"sの試植地を見た限り

では，林冠が閉鎖した暗い林床では生長は著しく劣って

いた。

そこで日陰絡子内と林内の明るさの違う場所にc、

"α"α〃のポット苗を1年間置き，苗木の生長を測定し

た6)。裸地では生長はかなり抑制され，相対照度40～50
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写真｡l播種後約半年後のロダン(C."zα"α抑）苗

岳原住民の手を借りて採取される。伐採後は24時間以

内にトゲの多い茎の表皮を剥く必要がある。剥皮後は，

太い径の茎は砂やココヤシの実の皮でみがかれたり，デ

ィーゼル油とココヤシ油を混合した熱油中に30分ほど

つけて，茎を拠出しする加工も行なわれる。

東南アジア各国の,休業関係者は，ロタンに限らず，竹

やシイタケなどの栽培技術，チューインガムの原料とな

る乳液が採れるジェルトン(Djwzzsl.),油がチョコレ

ートや化粧品に使われるイピル・ナッツ(S""笹α7"“‐

'”鰄"αの実）などの特用林産物に注目している。さら

に現在新聞紙上を賑わしているエネルギー植物と称され

る精油成分の含蹴が高い樹種が熱帯には多い。マレイシ

アでパラゴムや油ヤシが成功した実績があるだけに，こ

うした特用樹種が将来重要な産業となることも全く夢で

あるとは言い切れないように思う。

（もりとくのり・林業試験場造林部）

図･4異なった明るさに1年間置いたC.manan苗の直径

上癒鐙

影のところで最大の生長を示した（図・4)。天然林の林

床に匹敵する2％以下のところでは，ほとんど生長しな

いばかりか，約3割の苗木は光量不足のため枯死した。

この結果からみればマツ類などに比較すれば,C.7"α"α〃

はかなり陰樹的性質を持っているようであるけれども，

旺盛な生長には相当量の光を必要とするといえる。一般

に生涯を暗い林床で過ごす低木性のロタンは好陰性であ

ると思われるが,C､柳α"α〃のように林冠圃の上層にま

で立ち上がる高木性のロタンはかなり高い光要度を持っ

ていると推定される。

ロダンの生長は遅いといわれている。C."2""α〃の例

では播種してから最初の葉が開葉するまでに約3カ月を

要し，1年間に展開した葉の数は条件の良いところで平

均7～8枚であった（写真･1)。生長量についてはほと

んど実測例はない。マレイシアの見本園や試植地の調査

によると，4～5年生未満の若い木で年間20cm(D.

gg"/C"”α)から4m(C.c"es"S)程度である。

比較的大規模なロタンの人工植栽が行なわれている唯

一の場所が中部カリマンタンにある。そこでは川沿に

C"α""""･""ycoﾉ“sとC.c"eS"sが植栽されている。

前者は植栽後8年目に最初の収挫が行なわれ，以後2～

3年ごとに4回収礎される。その間1回の収漉で11a当た

り7～10トンの茎が収種される4)。成熟ロタンの茎の長

さは15～18mであるといわれているので，単純計算す

ると，生長の良いもので年平均2rn前後となる。

おわりに

現在のところ上述の中部カリマンタンを除いて，組織

的なロタン栽培は全く行なわれていない。ほとんどのロ

タン茎は天然性のものがジャングルから，多くの場合山
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蝋卿 鶴
て，地域林業のレベルアップをはかりながら，自

己の経営の充実をはかってきたというところにあ
たたら

る。元来，日野郡一帯は，古くから「鈩製鉄」の

ための燃料として木炭生産を主体としてきたとこ

ろで，本格的な人工造林の展開は戦後，とりわけ

昭和30年代以降のことである。現在では,入沢林

業のある日野上地区は，他の地区に比べて人工林

率も群を抜いて高く，65％あまりを占めている。

日野上地区は造林適地が多いこともあるが，何よ

りも入沢家の指導によるところが大きい。
ぎょし

入沢家は，初代格治氏（歴代9代)，2代廉氏，

3代仁氏,4代当主宏氏（歴代12代）と続いてき

ているが，とりわけ3代の仁氏の指導力が大きか

った。仁氏は，昭和43年に没するまで,講習会や

研究会，若い後継者の指導，造林組合の結成指導

等に力を注いできたが，その中でも，「造林組合」

というユニークな組織づくりを推進したことは特

1．入沢林業の特徴

入沢家の山林は，鳥取県日野郡日南町にある。

日南町は,鳥取県の最西端にあり，総土地面積3.4

万haのうち林野が90%あまりを占める純山村型

の町である（位置図参照)。この日南町日野上地区

(宮内）に約1,500haの山林経営を,明治以来4代

にわたって築き上げてきた入沢家の林業がある。

入沢林業の特徴は，経営山林1,500haのうちそ

の約86％にあたる1,300haがすでに植林されて

いること。植林地のうち75％までがスギの造林

であり，ヒノキは23％程度であること。しかしな

がら，植林地の約85％にあたる1,100haは20年

生未満の山林で,古くからの林業経営の割には20

年生以上の植林地は15％程度しかないのである。

そうした自己経営林の内容については後述する

が，入沢林業の最大の特色は，地域林業に根ざし

鳥
取
県
日
南
町
位
置
図

、｡ｰ



筆しておかねばならない。

造林組合というのは，個人有林や共有林を対象

とした分収造林における造林者の集団で，入沢林

業でも，他人の土地に約200haの地上権を設定し

た山林が存在している。もともと5ha未満の林家

が80％近くを占めている零細林家の多い地域で

あるため，植林希望者に土地をあっせんして造林

を進めるため，土地はあっても造林のできない所

有者との間に，地上権を設定して分収造林を進め

たのが｢造林組合」と呼ばれるもので，現在30組

合を越えている。分収率は，地味，地利，面積な

どによって差があるが，造林者75％,土地提#堵

25％というのが一般的な分収率である。こうし

た，この地域独特の造林組合の進展によって，人

工造林地は急速に拡大したのである。

ところで，入沢林業とはいっても，正確には，

入沢氏個人有林，入沢一族の山林，さらに会社の

地上権設定有林の3つに分かれる。約1,500haの

山林の所有権は，入沢氏およびその一族の所有で

あるが，会社（入沢林業K.K.)は現在，入沢氏

の山林に495haの地上権を所有し，立木を入沢氏

から脳入して，伐採．搬出し，市場出荷を行なっ

ている。林業労働力も会社が直接雇用しており，

現在56名前後の労働者が組織化されているが,固

定的に通年雇用されているものは20名で，あと

の36名は季節的臨時雇用である。素材生産労働

者が9名（伐採3名，搬出6名)で，あとの27名

は造林労働者で，男女半々となっている。平均年

齢は50歳程度である。したがって，造林から保

育,伐出から販売のすべては会社が実施しており，

年間平均1,000m3の立木が販売され,3,000万円

前後の収入を得て事業が行なわれている。造林の

ほうは，現在伐採跡地を中心に年間2～3ha程度

しか行なわれておらず,200haの天然広葉樹が残

されているものの拡大造林はほぼ終了している。

造林のピーク時には，年間100～150ha(昭和

44～47年）もの造林が行なわれており，腱林漁

業金融公庫からの借入金も累積2億5千万円にの

ぼっている。石油ショック前の入沢林業の造林熱

はすさまじいものがあったｶｮ，石油ショック以降
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は，大面積の保育作業のうえに，近年の立木価格

の低迷により大きな転期を迎えている。加えて，

入沢仁氏の死亡（昭和43年，59歳）は，それま

での経営の指針をぐらつかせるとともに，相続税

の問題等，難局を迎えたのであった。

2．入沢家林業の形成過程

（1）基礎形成期

中国地方における大山林所有の形成のほとんど
たたら

が「鈩製鉄」に関係したものであることは周知の

事実であるが，入沢家の場合も，淵源をたどれば
かんな

「欽穴」の権利にかかわって集職されたものとい

うことができよう。

ただ，現在の入沢家の林業は，入沢格治氏（大

正9年，74歳で没）を創始として，廉氏，仁氏，

そして当主の宏氏（昭和15年生）の4代にわたっ

て形成・展開してきたものであるが，島根県の大

山林所有者である田部家，絲原家，桜井家などの

ように，「鈩製鉄」からそのまま山林経営に移行

したものではない。

藩制中期から後期にかけては，むしろ酒造業と

耕地地主を主業とするものであり，そこから得ら

れた収益で山林を集積したというのが実態のよう

である。その後，幕末に3家に分家が行なわれ，

財産の平等分割がなされ，その際に本家は酒造業

を辞めている。本家は，これを契機に山林経営に

傾斜していき，当時山林の職入もかなりなされた

ようである。

格治氏は，父親早他界のため13歳の時家督を

継いだが，青年のころ周囲にすすめられて「製鉄

業」（たたら）をはじめている。自分の持山より

製鉄用の大炭を焼き，自分の鉄穴（かんな）から

原料の砂鉄を採取するという有利な条件にもかか

わらず，経営に失敗して所有山林の大半を手放す

ことになった。入沢家は，古くは「宮内入沢山固

め」とまで偲謡にいわれるほど奥日野各地に広大

芯山林を所有していたといわれ，一説では5,000

haとも6,000haともいわれている。

その山林の大半を自分の経営失敗（使用人のご

まかし等）により失うことになった格治氏は，こ
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のことを深く悔い，なんとかして祖先にこたえね

ばならぬと決心し，これが造林を始める契機にな

ったといわれている。格治氏は，県会議員，地方

森林会議員となって，同じ鳥取県の智頭林業の先

覚者をはじめ，智頭・若桜地方の林業家たちと交

流し，「造林事業が山林利用上最も有利適切なる

こと」（入沢廉『日野上の林業』昭和31年,130

頁）を体得したのである。

格治氏が造林を始められたのは，明治26～27

年ごろといわれているが，藩制時代には鈩製鉄の

ため造林を禁止されたほどでもあり，当時は雑木

林を製薪炭用として重要視していたので，雑木林

を伐って造林することは「半狂気」ではないかと

噂されたほどだったという。

さて，いよいよ造林という場合，いちばん苦心

をしたのは種苗の入手であった。まず，吉野から

種子を取りよせ育苗から手がけている。当時は，

島根県の田部家においても吉野から種子を取りよ

せていることからみて，山陰地方には智頭の赤挿

苗があるにはあったが，数量に制限があったこ

と，さらに輸送条件も悪かったためとみられる。

格治氏は，こうした状況のもとで育苗を手がけた

が，同時に広島市郊外の己斐（現在広島市）から

行商人を通じてスギ苗を移入している。数-'一里の

道のりを国境を越して馬車や大八車で運搬して，

これが2～3年つづいたと記録されている（前掲

『日野上の林業』131頁)。注目すべきことは，当

時すでに念入りな手入れが行なわれ，枝打ちも丁

寧に行なわれており，「造林地に入れば，持主は

すぐ判る。手入の行届けるは入沢のもの，然らざ

るは他の人のものだ」（前掲『日野上の林業』132

頁）とさえいわれたという。そして暇さえあれば

山を見回り，作業を督励して歩き，嫡孫の仁氏を

連れて子供の時から山に慣れ親しませたという。

このような初期造林は，大正4年と､ろまでで，

一時中断するが，この間の造林資金は，自己山林

（当I1'寺約1,500ha)からの薪炭材収入，さらに80

haほどの水田からあがる小作米収入によってい

たようである。

次の脈氏（明治16年生）は，養子として河原町

から入沢家に迎えられたものであるが，県森連，

産業組合等多くの公職につき多忙であったことも

あり，再び造林が進められるのは昭和4～5年ご

ろまで待たねばならなかった。

（2）吉野林業模倣からの脱却

いわゆる林業家としての2代目廉氏は，数回に

わたって吉野林業を見学したが,第1回は明治43

年春,脈氏27歳の時であった。当時,上市町に北

村家を訪ね，また土倉庄三郎にも教えをうけてい

る。とりわけ，いまでいう「適地適木」の考え方

を教えられ，それまでの吉野林業模倣を大いに反

省している。服氏の書き残したものによって，氏

の考え方，さらには3代目仁氏にどのように引き

継がれていったかを，次にみておこう。

「当地方林業の発展振興につき，私の考え方，

希望する事項を列記すれば，①この地方のスギ造

林は，普通用材生産を目的として,伐期を40～45

年と予定して，集約的撫育をして最善最大の生育

をさせるよう経営すること，②官行°県行造林を

大いに導入する，公有林地植栽および分収公有造

林を進め，造林希望者および部落を勧奨して，大

いに分収造林を行なうこと，③造林をスギに偏依

せず，林地に応じてヒノキ，マツの植林，さらに

栗実，胡桃等の樹芸造植も農家副業として取り入

れるべきこと，④地勢・地質の状態によって，薪，

炭怖林とすべき天然雑木林に対して，管理，保護

を加え生産増大を図ること，⑤林業家は政治力を

結集して，代表者を中央，地方の議会に選出し，

林業の保全，発達に就き強力に主張，要望すべき

である，⑥森林税制については，その公平と合理

化を求め，課税が適正を失し，苛數，諜求に及ぶ

ごとき場合は，極力これを阻止し，国策に順応し

て治水，治山の重任を担当している我々造林家の

地位を防衛せねばならない，⑦各種の活動の先決

策として，森林組合を強化するとともに，林業懇

和会等を充実し拡大する，③地方の中学校,高校，

日野産業高校において林業に関する教課を新設あ

るいは増やして，卒業生は林業人として進み得る

程度となすこと，また，小学校において，森林尊

重，造林愛謹の思想智識を教育する，⑨林業経営



と造林方法の研究につき一段の熱心を傾注するこ

と，このため，県林業試験場の分場および試験林

を誘致し，また学校造林を活用する」（前掲『日

野上の林業』116～117頁要約）と述べている。

廉氏は，入沢家の林業経営にさほど大きな足跡

を残したようにはみえないが，上述のような考え

方は立派に仁氏によって受け継がれ，仁氏の経営

思想のバックボーンとして生き続け，実践されて

いるということを認めないわけにはいかないので

ある。それは，吉野林業から学び，吉野林業を模

倣してきたことへの反省と，そこから脱却し，地

域の風土に適合した林業経営への模索始動でもあ

った。

（3）一貫経営への模索

入沢林業の経営が本格的に展開されるのは，む

しろ仁氏の時代に入ってからといってよい。仁氏

は，昭和6年東京帝国大学農学部実科を卒業して

家に帰り，まず，広島県にあった山林約1,000ha

と水田80ha弱を売却している。もちろん，父親

脈氏の意志でもあろうが，新しい林業経営への再

出発を狙ったものであった。

I昭和7年，一貫経営の第一歩として，従業員5

～6人規棋の製材業を開始している。この時の動

機を，「戻った当時には山の木が安すぎてね……

これは商人の人に押えつけられていたからです…

…そこで自分で始めようとしたわけです」（入沢

仁記念集『蒼嶺』昭和49年，132頁)。当時の製

材工場は自己山林の原木のみならず，他からも原

木を買い付けて経営されていた。昭和17年地木

,社に吸収され（仁氏は根雨の支店長)，終戦後21

年に地木社が解散され，翌22年に設立された入

沢林業K.K.の製材部として位置づけられること

になった。製材工場の最盛期は昭和19年ごろで，

月当たり約2,000石の原木を買材で消化し，従業

員も40名，伐出・搬出人夫を含めると100名近

くにのぼった。しかし，昭和25～26年ごろから

は，｜ﾖ己山林のみの製材規棋に縮小している。一

般製材界は，むしろこの時期には品物さえあれば

いくらでも売れる時代であったから，仁氏のいう

ように,｢ill持ちさんが製材をやって成功したた
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めしがない」という製材業経営のむずかしさを自

ら証明したことになった。その後も製材工場は続

けられたが，昭和40年に至って廃止された。

すでに，昭和7年のころから家の回りのことは

父親の廉氏,l1l林経営，商業活動など外回りのこ

とは仁氏が取りしきっていたが，昭和27年ごろ

（仁氏44歳の時）はじめて入沢家の全責任を仁

氏が引き継いだようである。その後，仁氏は山林

経営一本に情熱を傾けるようになる。昭和30年

を過ぎるころから，毎年ほぼ15～20haの拡大造

林を手がけ，この時期には林地の買付けも積極的

に進めており，仁氏が引き継いだ時の面脳500～

600haの山林がほぼ2倍の1,200haにまで拡大さ

れている。

とりわけ，仁氏は昭和36年にヨーロッパ林業

視察に出かけ，それから帰って以後，造林を積極

的に進めることを腹に決めたのではないかと，当

主の宏氏は語っている。その意志を継いで宏氏

は，仁氏の他界後（昭和43年）蕊威的な規模の

拡大造林を進めている。翌44年から47年までは

父の死による悲しみを造林にかけるように，年間

100～150haの拡大造林に熱中したのである。し

たがって，入沢林業の齢級構成は前述したように

幼齢林分のウエートが極めて高い。仁氏は若くし

て（59歳）あっという間にこの世を去ったが,入

沢林業の形成・展開にとって，仁氏の果たした役

割は大きかった。それは，地域林業の指導者とし

て，林業経営者として，そしてまた人間性あふれ

る社会人として大きな影響を残している。その経

営と技術については後述するが，なかでも，地域

の若者を集めて行なった「入沢学校」の生徒たち

は，いま地域の指導者として立派に活躍してい

る。祖父格治氏の失敗を教訓として，「自己の経

営を立派にするためには，従業員がしっかりして

おらねばならない」そして「地域で自分の山林だ

け立派であってもいけない。みんなの山林と一緒

に山をよくしなければ成り立たない」という考え

の持主であった。

（きたがわいずみ・島根大学股学部教授）
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A明治政府の内務省はドイツ人モッセの教示で，7万の生活協同体的な

自然村を1万5千の行政町村に合併して，これを新たな地方自治体として
育てようとしたが，中々 に根っ子からの統合が難しくて困っていた。その

時，官民有区分の際に農民の手に残った山を，さらに取り上げて新町村有
化を強制し，内務省に手を貸したのが，｜司じくドイツ林学に学んだ農商務

省11l林局だということは単なる偶然じゃないのじやないか。僕は明治林政
には農民の生活協同体を疎外するような色合いが一貫しているように思う
んだ。

B君とは一昨年，明治前期の林野官民有区分について議論して（第3
話)，本来はそうあくどい意図に発したものじゃなかったことについて大
体納得してくれたのじゃなかったか。

A事実を掘り起こして論じる必要があるという点で同意したが，林政の

性格論で一致した覚えはないよ。今日は明治後期からの公有林整理を問題
にしたいんだ。あの入会林の解消策を打ち出したのは_上山満之進という山
林局長だったね。官民有区分の発想が大久保利通という総理級の大物から

だったのに比べて，上山は明治28年（1895年）法科大学出の事務官僚だ
●●●●

から，月とすつぼんほども元凶の格は違うけれど，政策の発足以来数十年
にわたって農民を苦しめた度合に大差はないようだ。

B大久保の官民有区分は前にも言ったようにいわば本領安堵の方針なの
だから，政策の意図じゃなくて進行の過程が紛争の種子になった。それに
比べると上山の公有林政策は，もともと入会林の現状変更を意図したのだ

から，路線としての是非を論ずる意味はあるだろうよ，僕はそれが単純に
農民を苦しめたとは思わないが。

A孫群時代までの農民は山に入会い，漁民は海に入会っていた。これを

容認した政治の原点は大宝律令(70,年)の｢洲獅の利は公私芝を共に
す」という規定にあって，この精神がわが|剰の村の生活の風土として定着
した。そして中世の荘園時代をはさんで一貫して来たわけだ。これについ

て，明治政府は漁政面では最初ちょっとまごつきはしたがすぐ軌道修正し
て，漁民の入会水面をおよそそのままの姿で近代的な漁業権の対象として

制度化していった。ところが農民の入会山については，前期の官林への取
上げだけであき足らず，後期の公有林野整理で追打ちをかけて，その解消
に躍起になった。この180度の違いようはほんとにどうかしていると思わ
ないかね。

Bそんなに異様に思うのならカッカするだけじゃなくて僕といっしょに

もっとつっこんで考えるべきだな。上山は山林局長になる前に相当地方行
政の経験も踏んで来ていたし，後には農商務次官から台湾総督にもなっ

た。2代前の久米と異なって事務官，技術官の分けへだてなく部下の意見
はよく聞いたし人気もよい。そんな無理無体な政策を打出すような人物じ
ゃないね。

Aいや僕はむしろ上山が技術官の意見をよく聴いた点にひっかかるもの

があるんだ。公有林野整理はすでに30年代からいくつかの県で実施され
ていた。それに示唆を与えていたのは当時技術官の筆頭だった村田重治だ
ろう。彼は国有林の特別経営事業の制度を仕上げた後，その実施を後輩の
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松波秀実にゆだねて，自分は林政課長，経営課長，地方課長と分課名は変わっているが,10余

年間一貫して地方林政をやっているね。国の民有林政策のもとになる筋を謎って来たんだ。久

米局長は森林法改正はやったが,村田を信用しなかったから彼の誠には乗らず自己流の特用樹
奨励策へずれた。ところが上山は信用して乗っちゃったんだ。

B30年代にめぼしい県がやった公有林政策が,30年の森林法にもとづくIII林局の指導の成

果だったと，手ぱなしで言うには問題がありそうだが，そのような中からしだいに国の政策路

線が形成されて来たといえるだろう。だが，ちょっとここで読者のためにはっきりさせておき

たい点がある。物の本にはね，40年の第2次森林法は公有林政策への地ならしだったと解説

されているのがあることだ。これはどう思うかね。

Aそういう解説は全く上わ滑りだな。30年法では「公有林と社寺林について,経済の保続を
おそれ

損し又は荒廃の虞ある時に主務大臣が営林の方法を指定し得る」ことになっていたのを，40年

法では「必要と認める時に施業案の編成を命じ又は施業要領を指示し得る」と変えたというこ
’まぱ

とは，今の目から見れば一歩も数歩も前進のように見えるが，勅令や省令による裁量巾の大き

かった当時としては言い方がスマートになったぐらいだろう。事実大正・昭和初期を通じて行

なわれた公有林施業案指導の内容ならば,30年法の規定のままだってやれなくはない。改訂案
もんどん

の文言の案は村田サイドから出たものだろう｡だのにそれを久米がすらっと飲んだのは,そこを

彼が重視していなかった証拠だ。30年当時，施業案はまだ模索の段階だったが40年にはすで

に国有林で一般化していたから，その言葉を用いるのはもう事務的常識になっていたんだ。

Bじゃあ，その施行規則で公有林の管理区分をするように定めているのはどうなんだ。

Aそれは松岡農林大臣が，国が町村に払下げる不要存置林野をおろそかにしないようにと前

年の地方長官会議で訓辞していることに関係があるね。要するに公有地としての土地利用区分

のセンスだよ。

Bわかった。40年法制定がここで問題にする公有林野整理の原点じゃなかろうという見方

ではめずらしく君と一致している。たしかに，もしそうだったのなら，法改正を機会に，民有

林行政面で初めて認められた国の補助予騨枠を，思付きの素人考えに|句けないで，公有林政策

の筋に役立てる方向で工夫したろうね。

それじゃ話を本題にもどそう。君は上山が村田の線に乗ったと言うけど，公有林問題につい

ては農科大学の川瀬善太郎も当時随分と調査研究していて,生産調査会(当時の腿商務大臣の諮問機

関）の委員にもなっている。

A川瀬は大学教授だが，彼の関与は僕から見て客観性のあかしにならない。ドイツ仕込みの

林政学者だから傾向は同じになるのが当然だ。

Bでもね，ドイツでは18.世紀に共同林の分割私有化が進んで，19世紀には総有の残骸しか

残っていなかったんだ。日本とはまるで事情が違う。だから，川獺が在学した20年代にはド

イツ人のグラスマンカ蛎懲教師だったが,彼の講戟にそれらしいものがあるはずもない｡町村
制がモッセ自身の立案だったのとは似ても似つかないぜ｡

Aドイツ林学が直接公有林野整理を教えなかったかもしれないが，それを学んだ日本人の問

題だよ。先進の文化文明の受入れは個人がオールマイティでない以上，各部門別にならざるを

得ない。外国から専門分野の優れた学問を受け入れる当事者が陥りやすい欠陥は，その光芒に

目がくらんで価値観の倒錯を来たすことだ。明治時代はとくにひどかったと思うO"鹿を追う
やまかん

猟師山を見ず"をもじって言えば"森を育てる山官人を見ず''だ。禿山を見たら何が何でも木を

植えなきゃ気がすまない。そこがなぜ禿げているのか。その由来林政総合調査研究所理事長

手束平三郎にまつわる人間生活のきびしさや哀歓に共感する情操に乏しくな

るんだ。（第十七話つづく）
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自由關達に過ごせるはずの夏休み

が，国家存亡の秋ゆえにということ

で，与えられなかった。午前中は補

習授業，午後は体力の増進というこ

とに決められていた。鍛錬という言

葉が好んで用いられ，声を大きくし

て粗野な行動がほめそやされた感が

あった。

そのような時代ではあったから，

鍛錬のためにという言葉はうまく使

うことも可能であった。

「空沼岳に行ってみるべ」という

相談はいち早くまとまり，「そっと

行け／」という教官の配慮もあって

実現したのである。

目につかないようにと，生垣に沿

って，息をこらして歩いたことも，

なつかしく思われる。いずれにして

も，定山渓鉄道（すでに撤去されて

いて，もう影も形もない／）の豊平

駅にたどりつくとヤレヤレという気

分であったろうか。うまくやったと

いう安堵と，これからという期待が

なかばして妙な気分であった。

札幌から見える山の中で，南の方
そらぬき

にのぞまれる空沼岳は，頂が比較的

平たんで，おとなしい山容を見せて

くれる。古くは，カラヌマ岳と呼ば

れていた。頂のすぐ南の部分に小さ

な沼があって，しばしば湖底が干上
からわま

がるゆえに，空沼と名付けられ，山

名にそのまま用いられていた。それ

がいつか"そらいま岳"といわれるよ

うになってしまったのだ。軒先を貸

して，母家をのっとられた類でもあ

ろうか。
夢すま$、

簾舞の駅から南へ，簾舞川に沿っ

麹｡霧籍｡人

－

て歩くと，1時間ほどで東御料の入

口であった。ドイツトウヒの黒々と

した緑は，盛夏にあってもひんやり

とした陰を作ってくれていた。抜け

る風は細かい響きを集めて，あのな

つかしい松林の音をかなでた。

真熊峠とは，真駒内川と廉舞川を

分ける小さな峠であった。トドマツ

を主とした針葉樹林の林床は，クマ

イザサが疎生していて，細い桿が風

にゆらぎ，葉がクルリクルリと輪を

描いていた。

エゾマツの深い林から，明るい光

あふれた空間にヒョイとでると，万

計沼の畔であった。エゾマツの林に

囲まれた小さな沼ゆえにそのたたず

まいにひかれてしまった。秩父宮の

御下賜金で作られたという空沼小屋

はいかめしく，雪にも風にもピクツ

クまいと勝手になっとくしたのであ

った。

頭の中でいくたびも，「これが山

小屋というものか／山小屋とはこう

いうものか／」とただ感心ばかりし

ていたのを思い出す。

沼には，余った材料で作られた筏

があった。恐る恐る沖に漕ぎ出して

みたが沈まなかった。沼の水は透明

で，イワナの泳ぎ走る？姿がよく

見えていた。

明日は漁岳まで行かねばならない

という計画であったから，早く休む

にしくはないと，夕食ということに

なった。見よう見まねで，ああでも

ない，こうでもないと作ったカレー

は，1､ロリとしてうまくできあがっ

た。しかし，どういうわけか辛いだ

け辛くて味がなかった。おふくろが

作ってくれるカレーはこんな味じゃ

ないと首をひねりひねり腹がいっぱ

いになったころ，塩を入れてみるべ

ということになった｡これであった。

何のことはない塩抜きカレーを作

っていたのであった。“しょうがな

い”という言葉は，“しおがない”と

いうことかもしれぬと勝手に決めこ

んだのもこの時であった。

次の日，頂に立って思わず快哉を

叫んだ。

混る／漁岳まで草原じゃない

か／漁の頂は手に入れたも同然〃

すばらしい／･･…･」

なだらかな起伏の連りの彼方に漁

岳の頂があった。淡い緑のカーペッ

トが，濃い緑のハイマツを囲んで，

その頂へと続いているのだ。

「夕方の漁の肩でキャンプだ／」

砂しゆっくりして行くべ，空沼

にでも寄って行くか．…．．」

だれも反対するものもなく，空沼

の縁に立った。石だたみの池よろし

く岩と砂の沼の底は浅かった。石を

たたくとサンショウウオの仔が無方

向に散った。

尾根まで戻って，あのカーペット

域にたどりつく最短距離をしばらく

の間探してみたけれども，背を越す

ハイマツとチシマザサが邪魔になっ

て，さっぱり見通しがきかない。面

倒になって，

「どうせすぐ抜けられるぺさ／」

天幕の支柱とそれに巻いた天幕がや

ぶに引っ掛かって思うように歩けな

かったが，もう少しの辛抱だ，もう

鮫島惇一郎
(林業試験場北海道支鋤

空沼岳



しばらくの我慢だと自分にも仲間に

も声をかけて歩いた。

どれほど歩いたろう。深いササと

ハイマツの中から見渡すことはでき

なかった。それにしても妙だ。すぐ

抜けられると思われたやぶがこんな

に続くとはJ

また歩いた。さっぱりカーペット

でもあろう草原には出られない。道

をまちがえたのだろうか？少し不

安にもなった。もう時計が3時を指

しているではないか／

「尾根をはずすなよツノ…．．まだ

出ないのかナア･－…」

岩角があった。きっとあのカーペ

ットが左か右か見極められる確信を

もってその岩に登ってみた。樗然と

いう言葉は，このために用意されて

いるのかもしれない。驚きと失望が

同時にやってきた。

芝生とも草付きとも，また草原と

も見えたカーペットは，チシマザサ

の密生地，そのものであったのだ。

何ということであろう。口笛を吹

きながら歩けると思えた草原が，こ

の苦労して歩いたチシマザサであっ

たとは／力が急に抜けてしまった

のは当然であった。愚かな／

夏の日が終わろうとしていた。彼

方に，それと姿でわかる羊蹄山が黒

くシルエットとなり，西の空が赤

く，それは赤く焼けた。

水も持たず，得る術もなく，乾パ

ンだけが食えるものであった。漁岳

の頂は，オコタンペ湖は，支笏湖は

と描いたすべては遠い存在になって

しまった。

「漁まで，なんぼ時間かかるかわ

かりやしない／明日,戻るべ……･」

期限までに帰る最良の方法は，来た
道を戻ること。結論であった。

たった1枚しかない貴重な，内務

省発行の5万分の1地形図を広げ，
嘆息がでた。頼りないローソクの光

でも，通過困難という小さな黒点
■■■■■
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昭和35年ころの空沼小屋周辺。エゾマツの林に傷みが目立
っている。現在は，よりサッパリなってしまった。

が，確認できたのであった。急に怖しさが体中にあふれ，震えが
おさまらなかった。

いつ兵隊に採られるかわからぬとふたたび同じ場所に雪崩がおきる
いう気分も手伝って，初日の出を空とは思えなかったが，もとの位置に
沼の頂で迎えようと，12月の31日立つまでえらく時間がかかった。空

に街を後にした。冬の山がどういう沼小屋まで早く着きたいと願うだけ
ものかわからぬくせにと今ならいえで，すっかり夜であった。寒いノ
るのだが，簡単に考えていたのが運日が昇った。雪は青く，エゾマツ
のつきであった。シールは貼って，の影は黒く，陰惨にさえ思えた。雪
ラッセルしながらのスキー行は恩わ崩ですっかり狂った感覚は，歩く方
ぬ時間を食った。『職雪期登山」と向をまちがえたらしい。歩いても歩
いう単行本を手に入れて，よく理解いても小屋らしい気配すら感じられ
していたつもりであったが，頭の中ないのだ。

での理解と実際の対応とは，かなりあせる気持はより誤った判断を下
のへだたりがあった。すものらしく，リングワンデルング
冬の日が短いということはわかつを3回くりかえして気がついた。

ていても，これほど早く日が幕れる凍りついた食いものばかりで，火
と考えてもいなかった。まして駆けがほしかった。ウトウトと小屋の姿
足で夜がやってくるという実感は，を見たり，ストーブの燃えさかる炎
時間を気にしながら行動しているとを描いたり……．，幻覚であった。
きに把握できるものらしい。 初日の出どころではなかった。元

そして雪崩であった。予備的な知日にみつけた小屋に転がり込むと，

識が少しは役に立ったかもしれないとめどもなく眠ってしまった。下界

けど，結局一行ともども巻込まれてが騒ぎになりつつあるのも知らない

しまった。海辺で大波に呑まれる姿で，目が覚めたのは夜中であった。

に似て，天と地，左と右が回転し， 羊ケ丘にある林業試験場宿舎から

どこかでとまった。雪崩の規棋が大空沼岳の姿がよく見える。あれから

きくなかったこと，端にいたことが30年近くたったのについ昨日のこ

幸して胸まで埋つただけですんだ。とに思われる。仲間はそれぞれの道

谷間を怒涛となり落ちて行く雪崩を歩いている。音さたはないけど，

を，ぼんやりとした目が追った。やはりなつかしい。

「よかった〃助かっていた〃」（次回は岡村誼氏が担当します）

｜
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夏休みも終わって，谷風にもなんとなくさ

わやかさが感じられるようになったころ，私

たち3人は，林床植物の調査で田代の湿地林

に入っていた。私と，私の研究室にいる動物

研究のA君と，山草類に詳しいS教授夫人で

ある。ハンノキ・ハルニレ林内に，典型的な

林床植物群落を10カ所ほど選び，その種構

成と季節的な推移を調べるためであった。今

回はその3回目，初秋の調査である。

いつもの調査区域に入って早速仕事にかか

ろうとしたところ,S夫人がスットンキョウ

な声をあげた。

「まあ！このあたりの土，いちめんに掘り

返してあるわ。だれがこんないたずらをした

んでしょう？」

いわれて見ると，確かに何ものかが何かを

掘り出した跡である。しかし，人間にしては

そこらじゅう一面で，とても考えられない。

その異様な荒らし方に，私は一瞬，なにか気

味のわるいものを感じた。その掘り返した張

本人が，薮かげから私たちをうかがっている

ような気がしたからである。S夫人は，掘り

返された穴をたんねんに調べている。

「これ，ヒメザゼンソウの玉だわ」

「玉？あのユリ根のような玉ですか」

「いいえ，何といったらよいのかしら。花

が咲き終わったあとにできる果実で，来年，

これから芽が出るのですよ」

「花の実が，どうして土の中にあるのです

か？」

「それはねえ」とS夫人はちょっと説明し

にくそうだった。それにしても本当にヒメザ

ゼンソウだろうか。私は，尾瀬でみたザゼン

ソウの，やや無気味な紫褐色の仏焔苞を思い

出していた。ヒメがつくからザゼンソウの小

形であろうか。それにしても，ヒメザゼンソ

ウがこんなに一面にあったのだろうか。それ

に，土が掘り返されたあたり，みどりの草ら

しきものはなにも存在しない。これはどうい

うことだ？

私は，根っこを見てヒメザゼンソウだ，と

断定したS夫人の植物通に敬服しながら，一

方では少し疑いの気もちも残っていた。野帳

を調べてみると，春の調査では確かにヒメザ

ゼンソウがかなりの頻度で出現している。そ

れなのに，イメージがない。花の咲かない草

はおぼえようとしなかったのか。S夫人がい

うのを機械的に記録していただけだったの

か。

「これはクマの掘り跡ですよ。ヒメザゼン

ソウの実がよほど好きなんですね,きっと｣と

いうA君の発言に,S夫人は｢やっぱりそう」

と，いささかひるんだ様子だった。私は,S

夫人を安心させるために腰につけていた鈴を

ひときわ強く振った。いや，本音をはけば，

自分の気もちを落ちつかせるためだった。

その年の植物調査はそれで終わって，ヒメ

ザゼンソウのことはしばらく忘れていた。翌

年5月，私たち3人は，新しく林床植物の調

査区域をきめるために，また田代に入ってい

た。キクザキイチリンソウやニリンソウやカ

タクリの群落が美しかった。ユリワサビが小

さな白い花を一面に咲かせていた。S夫人の

指さすところ，クマイザサの根かたに灰褐色

の落葉にかくれるように，茶色の筒状花が顔

をのぞかせていた。ウスバサイシンだとい

う。このヒメギフチョウの食草も，気をつけ

て見ると，あちこちの潅木群落下に見付かっ

た。

早春の田代の湿地林はたのしいところであ

る。しかし，浮かれてばかりはおれない。も

う冬眠からさめたツキノワグマが，このあた

りをウロウロしているはずである。私たちは

なるべく大きな声でしゃべった。

「これ，なにかかじった跡ではない？」

植物の異常に気付くのは，いつもs夫人で

ある。A君はノウサギだというが,S夫人は

クマではないか，と青い顔をしている。

「ところで，これはなんという草？」

「ヒメザゼンソウですよ」

これが，このホウレンソウみたいな葉をし

たのがヒメザゼンソウか。ヒメザゼンソウの
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ロゼッI､葉は，葉柄のところからザクッと食

いちぎられていた。1つが見付かると，同じ

ような食痩が次々に発見された。さらに黒緑

色の，犬のそれより2倍も大きい糞塊があち

こちに散らばっていた。用が済んでそれほど

時間がたっていないものもあった。

「やっぱりクマだ」

この証拠品の出現にA君も同意せざるを得

なかった。5月ともなれば，田代のハンノキ

・ハルニレ林は山草たちの緑で敷きつめられ

る。バイケイソウなどは大群落をなして湿地

を埋めつくしてしまう。しかし，ツキノワグ

マは，それに見向きもしないで，ヒメザゼン

ソウの葉ばかりをあさっているようだった。

それから2カ月ほどたった7月下旬，2回

目の澗査に入った。あれほど優勢をほこって

いたバイケイソウ群落はすっかり衰退し，同

時にヒメザゼンソウも消えていた。かわって

メタカラコウの背の高い草が繁茂していた。

ヒメザゼンソウは，カタクリと同じく春に生

きる草であることを知った。

梅雨の最盛期は，田代は一面ジクジクとぬ

かるみ，私たちも，つい足が向かなくなる。

そんな雨の中で，ヒメザゼンソウが，ひっそ

りと，上ぎわに，落葉にかくれるように花を

咲かせているのを知ったのは，それから1年

たった6月下旬だった。葉のない時期は，カ

タクリのように夏眠していると思いきや，花

だけ咲かせているのだった。

私は，研究室にいるK技官に，ヒメザゼン

!｡‐ 一一
今-寺奉皇塗壷毎〆

左；ヒメザゼンソウ

右：鳴子111村風景

ソウを鉢植えにして，その生活史を調べるよ

うに命じた。Kさんは，鉢の中に湿地林の土

壊状態をつくりだすのに苦労していたが，工

夫を重ねて，ついにその培養に成功した。水

をたたえた鉢の中でヒメザゼンソウは見1fに

花を咲かせ，やがてハンノキの球果を思わせ

る果実をつけた。その果梗が，日数を経るに

つれてわん曲し，なんと，土の中にもぐり込

んでいったのである。S夫人がいった玉は，

まさしく土の中にあることが実証されたわけ

だ。

もう一つ驚くことがあった。これから冬を

むかえるというのに，ヒメザゼンソウは軟か

い菜をくるくる巻き込んだ細い芽をツンと出

しはじめたのである。雪の下で，ヒメザゼン

ソウは，早くも葉を伸ばす態勢をととのえて

いるのだ。短い春の光をできるだけ早く利用

するための適応とはいえ，自然の営みには全

く驚かされる。

その翌年，いつもの年より早く，雪どけま

もない田代を訪ねてみた。雪がとけはじめ，

黒い土がまだら状に露出したところに，いち

早く，ヒメザゼンソウとバイケイソウが，巻

き葉を展開しはじめていた。春の活動は，こ

の2種の山草ではじまっていたのだった。

ヒメザゼンソウは，ツキノヮグマに哨好と

栄雄を与えながら，だれにも気付かれずに，

ひっそりと生きつづけている。私は，こんな

生物のためにも，田代のハンノキ・ハルニレ

林を守ってやらねばならない，と思った。
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造林地の保育作業の中断が林業

経営に及ぼす影響と損害の評価

東磯大杉浦孝蔵ほか

林業経済No.391

1981年5月p.10～21

適切な施業を適期に実施しなけれ

ば，伐期における林木は正常な施業

によった林分に比較して，その質お

よび量は，はるかに劣る場合が多

い。

ここには，群馬県吾妻町甘酒原開

発地区の造林地で，下刈り，除伐お

よび間伐などの保育作業を48年11

月から51年末まで，約3年間中断

した林分の損害評価について依頼を

うけ，その損害を調査し査定した経

過を報告している。

この種の損害には，現在，すでに

実現している損害（要改植地の改植

に伴う損害，契約当時における伐採

跡地が5年間放澄されたことによる

損害など）と今後明らかに発生を予

想される損害（前項に関連して，伐

採時期も5年間延びることによる損

害，伐期未満の林分を伐採したこと

による損害，保育作業を数年間中断

したことにより，伐採時の収稚減に

よる損害など）に分けて詳しく述べ

られている。

治山ダムによる渓床の変動特性

国立・林試岩元賢

日本林学会誌63－5

1981年5月P.182～186

個々の工事については，施工前に

効果の事前評価はなされているが，

施工後の効果の再検討はあまり行な

われていない。したがって，数多く

の渓間工が設憧された場合の総合的

な効果の検討例は少ない。

そこで，荒廃の著しい地区に設置

された治山ダムの効果を調べるため

に，航空写真の利用により，まず治

山ダムの設置前後の渓床の変動特性

からその効果を考察した。

その結果，次のような知見を得

た。

(1)比較的多くの低ダムが連続的に

設置された区間の渓床高，川幅の偏

差からみた渓床変動は，ダムの少な

い区間に比べて変動は小さく流路の

規正効果がみられる。

(2)本渓流の蛇行特性は，波長が上

流は下流より短く，また，洪水時の

蛇行偏角の変動は，全体としては流

れの補償作用が上下流に相互に発揮

されるとみられる。

(3)スクリーンダムによる土砂流出

の防止と調節作用については，設置

後比較的短い期間であれば，堆砂の

粗粒化のためかコンクリートの遮水

型ダムに比較して効果が大きい。

(4)その他。

MEP剤空中散布による鳥類へ

の影響一調査法とその結果

国立・林試高野肇ほか

林業と薬剤No.75

1981年3月p.15～18

松の枯損防止のための有磯リン剤

①ⅢEP剤),カーバメイト剤(NA

C剤）の空中散布をめぐって，その

一つとして野生鳥類へ悪影響がある

との問題提起がある。，

そこで,筆者らは鳥類個体群に対

する農薬の影響を調査する目的で①

空中散布前後の鳥相と生息密度の比

較，②林内に架設した巣箱に営巣し

た鳥類の，産卵率，ふｲ牌，巣立率

を記録し，その結果から鳥類の繁殖

に及ぼす影響を明らかにするための

調査を行なっているが，これまでに

得られた結果が報告されている。

3年間にわたる，農薬の空中散布

地における調査では，使用されたM

EP剤の吸収，接触などによる直接

的影響（急性中毒）による死亡はな

く，また生息個体数の年次変動やな

わばりに対しても影響はみられなか

った。

ソー移動式玉切り装置（名古屋

式）の開発について

下呂営林署岡崎修次ほか

みどりNo.297

1981年3月p.50～55

軽量で移動性，操作性にすぐれ，

切断能力も従来のチェンソーと変わ

らないソー移動式玉切り装職（名古

屋式）を開発した。

その構造は，二輪車に防振ゴムを

三段階に12個取り付け，従来のチ

ェンソーを搭載して振動を遮断し，

玉切り時に二輪車が安定するように

ブレーキを取り付け，さらに曲がり

材等の場合斜め切りとなり，長級切

れ（寸法切れ）を起こすといった問

題解消のた鞠にガイドパーがチェン



ソーといっしょに右に18度，左に

13度傾斜できるよう傾斜ハンドル

を取り付けたものである。

本機は，振動が伝わらないし，造

材盤台設備が簡易なものでよく，場

所をとらない。なお，製作費が安く

（架台製作没1台当たり13万円）

維持管理が容易である。

合成樹脂接着剤の充填剤として

の木粉の利用

兵庫・工試森光正ほか

木材工業No.411

1981年6月P.22～25

のこくずを粉砕し粉末化した木粉

はフェノール，ユリア，メラミン樹

脂成形粉基材や蚊取線香充填剤など

に利用されているが，将来性の大き

な利用分野として合成樹脂接着剤，

特に水溶性フェノール樹脂接着剤の

充填剤が考えられている。

ここでは，ユリア樹脂のほかに水

溶性フェノール樹脂およびポリ酢酸

ビニルエマルジョン接着剤の充填剤

として，蚊取線香の充填剤として実

際に使用されている市販木粉が利用

できるかどうか，接着面の粗さと関

連づけて牧討したものである。

粘度，仮接着力および圧縮せん断

接着力試験の結果より，木粉の充填

はフェノールおよびユリアについて

は充填比5が限度であり，酢ビにつ

いては充壊比15まで可能である。

また，ユリアの常態接着力は，接着

面の表面粗さでは，粗いほうが大き

いc

野兎防除の試験結果から

多良木営林署外村清昭ほか

暖帯林No.397

1981年5月p.28～33

野兎の防除は，忌避剤や捕殺法，

ポリネットによる造林木の保誠など

いろいろ行なわれているが，それぞ

れ一長一短があり，決定的な効果は

期待できない状況にある。

そこで，林地における野兎の動き

や食害（捕食）の状況，それに林地

環境と野兎の被筈などを調査し，効

果的な防除法の開発を目ざした試験

を行なった。

この試験は，ポリネット法によっ

たが，その結果，尼根付近に最も野

兎が集まること，裸地状のところに

被害が集中していること，春から夏

へかけて被害が多いこと，造林木の

芯部に被害が集中し，また苗長30

cm以下のとき被害率が高いことな

どがわかった。

そこで，野兎の防除は冬から春に

かけて行ない，ポリネットは被害の

予想される箇所を重点的に，かつ大

苗のものに使用するのがよいとして

いる。

無機塩素酸系除草剤使用地の育

林成績について

仙台営林署太田正敏

林業と薬剤No.75

1981年3月p.1～6

植栽後およそ’0年を経たスギお

よびカラマツの造林地について，除

草剤（塩素酸ソーダを主成分とする

無職塩紫酸系）を使用した箇所と使

用しなかった箇所について，その育

林成績の比較柵査を行なった。

その結果，

（1）植栽木の生育状況は，使用地の

ほうがすぐれている。

(2)下層植生は，使用地においても

,0年を経過すると，ほとんど元の状

況に復元しているとみられる。

(3)地ごしらえから下刈り終了まで

の投ド労力は，使用地においてかな

りの省力効果があった。
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ヤクスギの話

玉川大農石崎厚美

グリーン．エージNo.89

1981年5月p.17～|22

ヤクスギの自然生育の避礎につい

て，屋久島の自然環境，ヤクスギの

杢，天然の台切（風折）と台木，つ

ぎ木，ヤクスギとヤマグルマとの関

係等詳しく述べられている。

結論として，屋久島の国立公園と

しての価値は，ヤクスギの存在によ

って初めて高く評価されるもので，

ただ現在の自然植生をみて，表面に

自然破壊を押し出しているのは理解

できないとし，ヤクスギを存続させ

るための方策をもつと真剣に検討す

べきであるとしている。

平地林景観保全のための意識調

査

東農大麻生恵

グリーン．エージNo.89

1981年5月P.23～29

最初に平地林の定義づけが行なわ

れ，平地林景観の特性が述べられた

後，埼玉県における平地林所有農家

を対象として行なった保全意識の調

査結果力ざ報告されている。

その調査項目は，平地林の管理状

態，利用度，農用的必要性，環境保

全林としての必要性，今後の平地林

利用意向，平地林保全施策への要望

などである。

○岡崎文彬：森林・景観・レク

リエーションの問題

点とその展望

山林No.1164

1981年5月p.4～|18
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農林鶏
｢松くい虫防除問題懇談会」

林野庁長官に報告書を提出

1．防除の基本方針

①松くい虫被害は自然現象である

とともに，社会的経済要因も影響す

る不確定要素にかかわるものである

ことから，その抑止目標は，おのず

から一つの努力目標として設定され

るべきである。

②被害が広域に拡散し，全而的な

防除効果が期待しえない地域では，

当Imは保全すべき松林を特定するな

どして重点的防除をする。

2，防除事業の実施主体

国・県・市町村および松林所有者

等のそれぞれ果たすべき役割を明確

にすると同時に，計画および実施に

当たってはこれらが一体となり円滑

な防除事業の推進を図る必要があ

る。この場合松林所有者等は，自主

防除を含め防除活動への積極的参画

を促進することが必要である。

3．防除措置

林野庁は，松くい虫被害の現状

と，今後の防除対策について総合的

に検討することが必要であるとの観

点から，昨年11月に関係各界の学

識経験者12名（座長林政総合調査

研究所理事長・手束平三郎氏）から

なる「松くい虫防除問題懇談会｣に，

今後の防除対策を進めるうえでの基

本的指針について検討を依頼し，昨

年11月以降6回の会合を重ねてい

たが，今年4月22日その報告書が

まとまりその内容が公表された。

それによると，第1松林の現状，

第2松くい虫被害の発生要因,第3

松くい虫防除対策の現状，そして鯛

4として今後の松くい虫防除対紫の

4項からなっており，それぞれが検

討分析されて報告されているが，こ

の中で特に昭和57年度以降の対策

の指針となるであろう第4について

その概要を紹介する。

＜今後の松くい虫防除対策＞

松くい虫防除については，被害の

増減要因および防除技術等について

さらに究明すべき問題もあるが，今

後の防除事業を進めるに当たって

は，当面，次の事項に配厳する必要

があると思われる。

■‐Lき_ 唖＝1＝＝1 凸一 ’b－ョ

には，積極的な人工造林の実行が必

要である。

しかし,人工造林面職は，45年度

以降毎年度減少を続け,54年度も対

前年度比7％減の17万8,000haと

なり，44年度と比べ半減している。

これを造林を行なった主体別にみる

と，私営が44年度の39％，公営が

賊餅膳胤番同恭… 72％,国営が52％の水準となってお

り，特に私営の落込みが目立ってい

る。

このように私営が減少しているの

は，人工造林面積の約8割を占める

拡大造林の大幅な減少によるところ

が大きい。

私営の拡大造林面積が減少してい

著しく減少している

人工造林面積

森林資源を充実して森林のもつ多

角的機能を総合的に発揮させるため

人エ造林面積の推移 (単位:ha)
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①薬剤の空中散布，地散布，伐倒

駆除は有効手段であり，それぞれの

得失を勘案し実態に即した防除方法

を合理的に細合わせることが必要で

ある。

②被害氷利用の促進や被害地の樹

極幟換を職棚的に推進するための対

策を検討する必要がある。

③被害,|<の移動制限措置の徹底を

図る必要がある。

4．研究開発の促進

①天敵微生物・誘引剤の利用の研

究，抵抗性品種の実用化，防除技術

の開発と合理的な組合わせの促進を

図る。

②発病機柵等未解明分野の研究

は，農林水産技術会議の特別研究と

して取り上げる。

③関係研究機1%等の連携をいっそ

う緊密にすることによって研究の促

進を図る必要がある。
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閑谷学佼の聖堂の前にある楢の木

かいのきく階の木〉
林政拾遺抄

を祭る聖堂を文治政治の拠点としり冒
唇

た｡寛永7年(1630）に上野忍岡に冒
＝

昌平醤をつくり，同9年その中に聖冒
弓

堂が建てられたが,元職4年(1691）目
‘ヨ

現在の地に移転した。岡山藩で閑谷昌
｜曼

畏が正式に発足したのは宝永3年9三
＝

月（1675）であり，庶民に門戸を開冒
l三

いた学校として特錐される。旨
‘＝

わが国に糖の木を入れたのは白沢冒
三

保美氏である。大正4年，山東省に三
隻

出張した氏は，孔林を訪れ，墓上の屋
：＝

老糖の根もとに落ちていた種子を拾旨
＝

い集めて持ち帰り，林業試験場で幼昌
舅

苗をつくり，全国に頒布したとい三
目＝

う。上原氏はつぎのような白沢氏の三
目＝

手記を引いている。「墓門を入りて三
三

享殿の後に至れば子貢手植楕と称す三
＝

るものあり，今は枯朽してて僅に其三
三

の幹の下部を残すのみ．…･孔子の墳三
三

墓上に生ずるものは幹の直径凡そ五層
＝

尺ありて横臥腕誕長く延長し枝葉は冒
墳の半部を覆へり，子が種子を狸た三

三

るものは即ち此の樹なり』と。言
＝

（筒井辿夫）三
＝

三
三
三
二

中国原産の落菜喬木で，広く分布

し，材は碁盤，杖，楠の柄とする。

階の木は孔子廟に植えてある。孔子

の死後，弟子一同が集まって蕊の傍

らに庵を結び，四方より異なった樹

木を集めてきた時，子貢は措を持参

し手づから植えたという。上原敬二

氏は「聖林に謁して古措を詠ず」と

題する明の胡璃の詩を紹介されてい

る。「四方可植覚虚無剥落経秋措

一株此去墓蝋灘不遠端因鑿総涙

為枯」（樹木大図説)。

儒教の創始者である孔子は今から
ろ

2500年ほど前，職'の国の昌平郷販邑

（現在の山東省曲阜県）に生まれ，

諸国遍歴の後，晩年再び故国に帰

り，教育に専念した。教説の特色は

仁，礼を重視した点にあるといわれ

る。仁は人間の内面的なもの，礼は

人間を外部的に規制するものとされ

ている（平凡社,世界大百科事典)。
しずた↓こ

「湯島の聖堂」や「閑谷学校の聖

堂」の前には槽の木が植えられてい

る。朱子学を官学とした幕府は孔子

－‐I

るのは，造林適地が相対的に減少し

ていることに加えて，①労賃の上

昇，山元立木価絡の低迷等により森

林所有者の造林意欲が減退している

こと，②腱家林家の兼業化の進行，

世帯員の減少等により家族労働力が

減少していること，③造林対象地の

分散・奥地化，入会林野等権利関係

の複雑な林地の相対的な増大等造林

実施上の立地条件が悪化しているこ

と等が大きな要因として挙げられる

が，このほか，最近ではしいたけ原

木や広葉樹大径材等の生産を志向し

た天然林施業の見直しがみられるこ

とも一つの要因として挙げられる。

「森林資源甚本計画」では，なお

300万llaの拡大造林を計画してお

り，種々の厳しい環境を克服した拡

大造林の実施が望まれる。
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船越昭治著

日本の林業。

林政

腿休統計協会

目黒区目黒2－11=14大鳥ピル

(@03-492-2987)

昭和56年1月10日

発行

四六判，341頁

定価2,200円

奥原弘人

千村速男共著

信ﾘ'i'lの高山植

物

信漉毎日新聞社

長野県長野市南県町657

(g0262-34-4151)

昭和55年7月10日

発行

四六判，389頁

定価2,600円

本書は，著者が以前に連載した

『日本の林政』（腿林統計調査，29

巻2月号～30巻4月号）を骨子と

し，これに戦後部分を加筆してまと

めあげたものである。簡単に概要を

示しておこう。

構成は，大きくは戦前と戦後の2

編に分かれ，それぞれ8，11の章か

らなっている。戦前編は，幕勝期か

ら戦時統制期までの林業および林政

が発達史的に展開される部分に，さ

らに林業の発展櫛造，国有林経営の

展開，木材市場と木材産業の発展な

どの各論部分が加わり，内容がいっ

そう豊富なものとなっている。

戦後編は，戦前編とはかなり異な

った章別編成をとっている。林業と

林政の展開過程を，時期区分あるい

は段階区分を行ないながら全体的に

とらえていくという形ではなく，む

『昭和46年の夏に訪れた頭山の周

辺のやや湿地気味の杉林は，マムシ

の住処でサトメシダ類を研究しよう

と乗り込んだ我々の足をすくませ

た。ところが，長野営林局の千村速

男さんが見付けるや否や，いともた

やすく捕まえて皮を剥いでしまうの

で,あちらからも，こちらからも｢千

村さん／千村さん／」と，もてる

こと，もてること｡j

上記は，故倉田悟先生が林業技

術誌にかつて連戦された「植物と文

学の旅」の中で本書の著者の一人で

ある千村さんにふれたくだりであ

る。

千村さんは，マムシに強いばかり

ではない／日本の名だたる高山が集

中している観のある，長野県内およ

びその近隣の山々は，氏の庭のよう

なものといっても過言でないほどの

山男であり，植物に関しても，樹木

はもちろんのこと草本にもメッポウ

強い，山官を絵にかいたような人で

しろ，林業生産・木材生産・木材需

給・資源政策・国有林経営・森林組

合・山村対策など，それぞれの分野

別に終戦から今日までの展開過程を

追うというスタイルである。

分野はほとんど網羅されており，

単著でここまでまとめあげられたこ

とにまず敬意を表したい。

著者は，今から約20年前，『日本

林業発展史』を公刊されていること

は周知のとおりである。30歳代半

ばにおける労作である。

その第1章に「資本主義~ドにおけ

る林業発展法則」が当てられている

ことが端的に示すように，資本主義

の展開と林業，というモチーフが著

書全体に脈々と貫かれていた。「史

実の理解においていくつかの錯誤」

があったとしても，1つの船越林政

学（発達史）がそこに存在する。そ

ある。そのうえ，写真がまた玄人は

だしの腕前ときている。

本書は，三拍子そろった千村さん

が20余年にわたって’山野を抜渉

し，撮りためた’2万枚を超えると

いう高山植物の写真の中から700

種，1,000枚を厳選して簡明な解説

を付した400ページに及ぼうとい

う，ナリは小さいが大著ともいうべ

き書である。

長年の研讃と汗の結晶ともいうべ

き本書は，どのページを開いても’

当然のことながら，美しい写真に満

ちており，要所には日本アルプスな

どの高山をバックにとりこんだ写真

も配するなど，植物の写真集にあり

がちな単調さをたくまずして避ける

とともに，見る者に一陣の涼風を感

じさせる。

門ﾀ瞳のこととて，断言はしかね

るが，本書に取り上げられた高山植

物は信州のみでなく，ほぼ日本全土

をカバーしうるものではないかと考
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の底流は本書の戦前編には，前より

は「落ちついた形」で流れていると

みることができよう。

しかし，戦後編，なかんずく章建

ての後半部分になるといささか没個

性的な感じを否めない。それは著者

自身がいわれるように「あえて林業

の段階規定とか政策評価にかかわる

ことは行なわなかった」ことによる

ものであろうし，本書が主として

「林学・農学を志す学生」を対象と

して書かれていることにもよろう。

とはいえ，林政学の教科書がまた

1つここに誕生したことは間違いな

いところであり，学生はもちろん，

多くの林業関係者に愛読されること

を期待する。

（僧州大学膿学部識師野口俊邦）

Ir三禮壹"11

自主技術の開発

わが国は,古来,諸外国に比して，

決して劣らない国内資源に根を下し

た技術がたくさんあったが，原因は

いろいろあろうが，現在生きている

ものが少ない。これについて我々日

本人は，日本技術の有効性をあまり

にも考えすぎないのではないか。

わが国のおかれた理境をみてみれ

ば，これらの技術を見直し，明日に

生き残るサバイバルの知恵とすべき

ではないだろうか。

最近，自然力，自然エネルギーな

どの活用による研究開発が多方面で

取り上げられているが，これらもサ

バイバルのために歓迎すべきことで

ある。

林業は，太陽エネルギーの固定す

る力の大きい林木を対象とし，再生

可能な資源を創り出す産業とし，こ

の面からは明るい希望がみえる。

最近，林業においても，かつて活

用された技術が見直されつつある。

その例として，薪炭等の搬送に利用

されたヤエン式搬出や，修羅の原理

を基本とした方法などが見直され利

用すべく開発・改良が加えられてい

ることなどである。このように林業

には，古来からいろいろな技術があ

ったわけであるが，これらを現代的

に開発・改良を加え，活用する方策

を積極的に進めることも必要と考え

る。(N.R)

21世紀に向けて，日本が世界の中

で，狭隙な国土と斎源・エネルギー

等の制約の下で，さらに発展してゆ

くためには，科学技術の振興が極め

て重要であることは，衆知のところ

である。

この主旨に沿って，昨秋から年末

にかけて，大蔵，文部，農林水産，

通産，総理府総務，経済企画および

科学技術の7閣僚からなる「科学技

術関係閣僚連絡会議」が開催され，

科学技術立国を目ざして，今後の科

学技術政策はどうあるべきかが討議

されたところである。

①研究開発投賓の充実・効率化，

②学界,産業界,政府の有機的連携

の強化，③自主技術開発の推進，④

人材の育成・確保など7項目にまと

められ，内閣総理大臣に報告された

ところであるが，この中で「自主技

術開発の推進」は今後の日本にとっ

て，特に重要なことではないかと考

えられる。

わが国は，諸外国からの導入技術

を基礎にして開発改良を加えて，世

界有数の先端的技術保持国となり，

特に昭和に入ってからが顕著である

が，内容的にみると翼の日本の技術

と考えられるのは少ないのではない

か。日本の国土・資源等の制約条件

の中で今後とも発展してゆくための

基礎として，自主技術の開発を進あ

ることが特に必要と考えられる。

える。また，植物の識別には一般に

写真よりも，図のほうがその形態的

特徴が把握しやすいといわれている

が，それも下手な写真ならいざ知ら

ず…．．といったところであろうか。

難を言わしてもらうと，判形が小さ

いところに多数の写真を配している

ために，紙面が窮屈であり，写真観

賞のさまたげとなる。もっとゆとり

がほしかったが，ハンディな本を目

指したためであろうか。

筆者が千村さんに，初めてお目に

かかったのは，昭和40年夏，日光に

おいてであった。やはり写真集的な

本のため，撮影のリハーサルおよび

他のカメラマンのお手本を用意する

のが目的であったと思う。その時は

倉田先生も一緒であった。個人的に

親しくしていただいているからとい

うのではなく，林業の現場に職を持

つ，いわば素人の精進が実を結んだ

ことを葛びたい。(Y) |’
この欄は網雄委員が担当していまブ
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壊を防ぎつつ新しい複合内容を生み

出すという，好ましい生産と流通の

循環をそこにみることができる。農

休業を地域経済のなかに埋め込み，

加工と販売で付加価値をその地域内

にとどめる，という形での開発，

地域主義的な産業形成の好事例であ

る。

第13回林業技術シンポジウム

非皆伐施業一更新と保育

全国林業試験研究機関協議会

昭和55年7月

公立林業試験研究機関の全国的組

織である全国林業試験研究磯関協議

会が林野庁と共催で，去る3月12

日に行なった集会のとりまとめであ

る。

千葉県林試の岩井宏寿氏が山武林

業について，岐阜県森林センターの

中川一氏が今須林業について，北

海道林試の水谷栄一氏がカラマツ人

工林の林内更新について，和歌山県

林業センターの射場清種氏がヒノキ

林内の稚樹の生長について，非皆伐

施業技術の観点から研究発表を行な

った｡石原林材K.K.社長の石原猛

志氏が，非皆伐施業についての特別

誰演を行なった。

瓊境緑化推進事業調査研究報告

一総集編

兵庫県立林業試験場・

兵庫県生活文化部文化室

昭和55年3月

本書の内容は，大気汚染による樹

木の影響とその軽減策，瀬戸内海沿

岸地帯の樹木分布と生育状態，海岸

埋立地の緑地帯造成技術，樹木の騒

音防止機能の4項目よりなってい

る。過去の10カ年間の標題の調査

研究の成果に，国庫助成等によって

実施した研究の結果や他の研究機関

などの文献を合わせてとりまとめた

ものである。

囲嗣眉關
蕊二二に紹介する資料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。
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-40｡Cの低温にi耐えることが近ご

ろわかった。種子は裂開前の7月上

旬ごろに採取し，日なたで1～2週

間干し，ポリエチレン袋に入れて冷

温貯蔵する。擶唾床は堆lluと淵石灰

を入れ深耕し，9月下旬ごろ散播す

る。子葉は翌春3月下旬ごろ現われ

る。移植は12月から2月の厳寒期

をさける。3年目の秋までに苗高は

40cm,4年目には80cm,5年目に

は1nl!程度となり，定値できる苗木

となる。チョウセンヒメツゲは肥料

分の乏しい浅い土壌でも育つので，

冠水のしない休耕田や野菜栽培に適

さない畑を利用するのには最適の樹

種である。さし木も厳寒期を除いて

いつでもできる。

口森林文化の技術的基礎

口森林の環境評細と環境計mi

p森林空間の多面的利用計画

口低質林の有効利用について

口木のオモチャ考

口二次処理水の林地散布による汚水

処理

ロ滋賀県湖西地方朽木村の山と人々

の生活

口森林環境基地「朝日の森」の樹木

口朝日の森の鳥相に関する一調査

ロ東北大学演習林北山地区の鳥相

農村開発No.10

島根大学農学部農山村

地域開発研究調査室

昭和55年10月

口岡山県勝山地域における国産材市

場の展開と地域農林業

勝山を中心とする地域の戦前戦後

の林業生産の蓄職が勝山木材市場の

急速な展開を可能にし，また勝山市

場の発展がこの地域の林業生産の展

開を刺激し，かつ農林複合経営の崩

森林レクリエーション研究

No.4東京農工大学農学部

昭和55年3月

口自然公閣内の防災工填がビジター

に与える印象についての一洲査一

男休山の治山・砂防工事を例として

ビジターへのアンケート調査の結

果によれば，現在のコンクリート椛

造物は多少景観を害しており，これ

がもし2倍になれば著しく景観を害

するだろうとしながらも，崩壊地は

早急に緑に復元することを望み，災

害防止工事と景観保全との比重も適

当に調和を保つべきであると考えて

いる。自然環境と調和した工作物を

造る技術的努力を，技術者は行なう

義務がある。

ロ千葉市動物公園予定地の土壌につ

いて

ロ千葉市動物公園予定地の騒音に関

する予測について

口井の頭恩賜公圃における騒音の季

節的変化について

ロ北多摩地域の樹林地の戦後におけ

る減少の状況

森林文化研究第1巻第1号

森林文化協会

昭和55年8月

口広葉樹特に寒冷地向きの実生繁殖

寒冷積雪地における緑化樹は，寒

さに対する抵抗性が強いことが要求

されるので，郷土樹種を選ぶことが

第一である。わが国で産する耐寒性

の高い常緑広葉樹は少なく，そのな

かで緑化樹としてよく植えられてい

るものは，シャクナゲ類，エゾユズ

リハ，アカミノイヌツゲ，モチノキ

などである。

韓国産のチョウセンヒメツゲは，
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ヘヘ八八八ケ、戸､八ハヘ八八ハイヘ八八ハ

&4444dj44jも44444d
(CallunaType)は，欧州アカ

マツの4等地

CITクラディナ型(C1adina

Type)は,欧州アカマツの5等地

として広く使われている。

このようにスッキリした形の法則

が発見できればこれは至極便利で貴

重なものであるが，わが国のように

温和な気候の所では植物の種類が多

く，その生育圏も幅が広いので種類

だけでは判定できかねる難点があ

る。それに，地床植物と林木とでは

要求する環境に差があるので，地床

植物は必ずしも林木の環境の全幅を

表わしているものではない。たとえ

ばカンスゲは,沢沿いの水分･養分の

多い，一見スギの適地のような所に

生育しているが，土の厚さがスギに

必要な程度未満の所にも生育するこ

とがある。また，ヤマツツジは，乾

燥して癖せた所に多く分布している

が，これが｢稀｣にある程度ならば，

スギが十分に生育できる所もある。

このような状態からみると，植物

の種類だけで造林樹種を選ぶことに

は例外をつくりやすく危険が伴う。

植物による適木判定法

植栽樹種の決定に際して植物だけ

を手掛りにすることの危険性につい

て述べたが，この危険を最小限度に

くいとめながら植物を造林樹種の選

定に活用する方法を適地適木調査の

過程で発見したので，以下これにつ

いて記述する。

それは，1．植物の種類

2．その種類の優占度

3．土の厚さ

この3つの要紫の組合わせによって

行なうものである。

植物の種類は，いうまでもなく植

物分類学上の種(Specie句を用い

る。

会 員の広場

植物による適木判定法

春
向斎藤

一
一
一

第1の方法は，正確性においては

優れているが，専門の知識・技術を

必要とする。第2の方法は，何より

も簡易であるのが特徴で，だれにで

もできる可能性を持っている。

そこで，ここでは，この第2の方

法について述べることにする。

この方法は，大正末期，フィンラ

ンドにおいてカヤンダー氏らによっ

て急速な進歩をとげたものである。

(CAJANDER:TheoryofForest

Typesjl926)それは，次に示すよ

うに，地床植物を指標植物として扱

うことによって表わしたものであ

る。

すなわち，

OMTオクサリスーミィュルテ

ィルス型

(Oxalis-MyrtinusType)は,欧

州アカマツ(Pmussilvestris)

の1等地

MTミィュルティルス型

(MyrtillusType)は，欧州ア

カマツの2等地

VTウワキニュウム型

(VacciniumType)は，欧州

アカマツの3等地

CTカルーナ型

はじめに

近年，拡大造林地が奥地化するに

つれて林木育成の環境が厳しくなっ

てきており，造林樹種の決定が以前

にもまして正確性を要求されるよう

になってきた。そのため，現場にお

ける簡便な適木判定の方法を求める

声が第一線の技術者から起こってい

るので，植物による適木判定法につ

いて記述することにする。

ここに述べる内容は，筆者が，か

つて，民有林適地適木調査に従事し

た際，適木と植物との相関性を調査

してとりまとめ，その後，補正を加

えながらきたものである。

調査期間は，昭和30年4月から

35年9月までの5年9カ月，調査対

象地は，栃木県全域である。

なお，大気候上，スギ，ヒノキ，

アカマツの生育可能地域についての

ものであることをお断りしておく。

適木判定に植物を用いる

場合の考え方

その土地にあった造林樹種を選ぶ

方法には林木育成の環境を総合的に

調査して決めるやり方とそこに生え

ている植物によって決めるやり方の

2つがある。
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表･1優占度

優占度 植物体が測定而横を被う削合 施物の数

昭一鰯i以」
F

D 幾らでもよい

闇‐昭
３
－
４

－

１
－
２

幾らでもよい4

四一密
１
－
２

－

１
－
４

3 幾らでもよ↓

11/20以上1/4以下 i幾らでもよい

2

jil/20以下 il非常に多数

i比較的少数il/20以下で比較的大

1

iil/20以下で比較的小 ii比較的多数

非常に小 非常に少数＋

優占度は，表･1に示すように単

位面溌内における植物の占める割合

を表わすもので，植物体が地面を被

3Im積の割合と植物の数との組合わ

せにより6つの段階に区分する。

土の厚さは，色の澱淡や堅さ等は

考えずに厚さだけをみる。

優占度を決める実際の手続きは，

四角の枠（方形区という）を単位と

してその中にある植物について水平

投影するのであるが，実際に山で造

林に応用するには正方形では実用性

に乏しくなるので傾斜方向に2m,

直角方向に20mの長方形にとるの

がよい。そこで，この四隅に長さ60

cmぐらいの杭を打ち，その外側に

縄をはってピンとさせるとこれで方

形区ができ上がり，次に水平投影に

移るわけである。

図解例示すると図.,，図.2のよう

になる。

この方法で目安にする植物は，造

林樹種の輔栽可能脆囲をできるだけ

ハッキリ示すものでなければならな

｛｛

|《
、咳

とP(

図･1方形区の設け方

し
8m2とすれば2×20=40で

方形区の而概は40m2である
から催占度は
結＝音で2iとなる。

図･2優占度の決め方
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’土の厚さ約50c"|

図・3植物による適木判定法

I この厚さ約40cm

が，これは土層の薄い所や未熟土に

も生えて，ときとして旺盛に繁茂す

ることがあるので注意を要する。タ

ケニグサ（地方名シヨシャキ，茎が

中空で切ると菰褐色の液がでる。蕊

は大きく緑白色，実がなると風にそ

よいでカサカサなる。茎をハスに切

り乾燥して，笛にし寵児がもてあそ

ぶ）もこれが生えている所はスギの

適地だということを聞くが，例外が

多いので注意を要する。

おわりに

以上述べた方法は面倒なようであ

るし，事実，妓初はうまくいかない

ものである。筆者も学生時代にトラ

ンセク1,法（方形区を山の傾斜方向

に細長くひき伸ばしたような帯の上

の植物を垂直，水平投影して群落の

立体的な椛造を究明する調査法）に

おいて水平投影をやった時はなかな

かう童くいかず手間どったものであ

るが，なれれば案ﾀ噸単なものであ

る。「案ずるより産むは易し」とい

う諺もあるくらいであるからまず現

地でやってみることをお蝋めする。

職熊業織燕う主任専門技術員）

いのはもちろん，実用上どこにでも

あるものであることが必要であり，

また，上木の有撫によって生育に大

きな変化を来たさないものでなけれ

ばならない。

この3つの条件をそなえている植

物を用いると，スギの適地は，モミ

ジイチゴかクマイチゴの生えている

所で，土の厚さが約50cm以上の所

である。この場合，モミジイチゴ，

クマイチゴの優占度は考えなくてよ

い。ただし(＋)の場合は別である。

次に，この両者のない所では，ア

カソ，アヮブキ,カンスケ,タマァジ

サイ，ハナイカダ，フサザクラ，ミツ

バウツギのうちのどれかを目安にす

ればよい。この場合も優占度は考え

なくてよいが（＋は別),土の厚さは

約50cm以上なければ無理である。

このようにして，スギの適地をだ

んだん斜而の上方へ調べていって，

どこからヒノキにするかというと，

これは，クロヒブヌゲあるいはヤマ

ツツジが俊占度2i以上に出現する

ようになる所が境である。

ヒノキの適地は，この境からネジ

キが優占陛1i出現する所までで，

土の隠さが40cm以上ある所であ

る。

ネジキが1i以上に出現する所で

はリョウブが非蝋に多くなり，ナガ

バノコウヤポウキが出現し，ツッジ

類も数を増してくるのが一般的な傾

向で，ここはアカマツの領域にな

る。

まとめ

以上を整理すると図･3のように

なる。

以上のようにして，植物によって

適木を判定できるわけであるが，最

初は優占度を決めるのに手間どるも

のである。ことに，上から見おろせ

ない商さの植物を水平投影するのが

正確にできにくい。このような場合

は，細くて軽い竿を1木用意して樹

冠のヘリにつけて，地面に所々印を

つけるとやりやすいし，下から見定

めるのより正確になる。

なお，ササの生えている所にはス

ギを植えられるということを聞く

が，ササには種類が多いし（この場

合，一般に考えられているのはアズ

マネザサまたはアズマザサである

が)，例外が多く，これをよりどこ

ろにするのは危険である。

クズも間じようにいわれている
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会員の広場一

ていることがわかります。

なお，間伐・択伐前の林分蓄積の

比率を0として，間伐・択伐後の

較差を見ますと，それぞれ－21と

－28，－5と－5，＋19と＋19,＋27

と＋28,および＋35と＋43となり，

それぞれの伐採後の較差は択伐区の

ほうが低いが，1年後，2年後，3

年後および4年後になりますと，間

伐区より択伐区のほうが高較差とな

り，伐採1年後には，択伐区のほう

がより多く生長して，間伐区より択

伐区のほうの生長較差が高くなり，

択伐をすすめても，間伐に劣らない

材積生長が期待されることがわかり

ます。

3．おわりに

ただ一つの洲査で結論を出すのは

危険ですが，今後皆様の淵査研究に

より，より良い結果が出て来るもの

と期待しております。

よって，間伐して売れない材を出

すより，択伐して売れる材を出した

ほうが良いのではないだろうかと思

っています。

（臘熊甘縦総務所林務課）

一般の間伐と択伐式間伐作業の

生長について

田籠伊三雄

1．はじめに

私は，ある森林所有者から一般の

間伐作業（以下「間伐」という）の

指導を依頼されたので，そのついで

に0.1ha程度の択伐式間伐作業（以

下脈伐」という）林を設定してみ

ようと思い，その人に相談しますと

心よく承諾を受けましたので，早速

事前調査を行ない，間伐区0.21ha,

択伐区0.12haに分け毎木調査と選

木調査を行ない，記録に残し，間伐

・択伐直後にまた記録をとり，その

後，1年後，2年後，3年後および

4年後に調査記録を行なったところ

興味ある結果が出ましたので，ここ

に発表させていただきます。

2．調査結果

下表は，その結果表です。ちなみ

に,材積比で間伐率21％,択伐率28

％となっております。

まず，蓄溌比率で申しますと，間

伐・択伐前の間伐区，択伐区をそれ

ぞれ100％として，間伐・択伐直後

の比率はそれぞれ79筋に対し72％

となって少し択伐区のほうが下回っ

ておりますが，その後，1年後，2

年後，3年後，および4年後の比率

はそれぞれ95％と95％，119％と

119％,127％と128影,それから135

％と143％とになり，間伐区より，

択伐区のほうが高率となり興味ある

結果が出て来ております。

また，間伐後と択伐後の比率をそ

れぞれ100％として計算してみます

と，間伐・択伐1年後，2年後，3

年後および4年後のそれぞれの平均

材積の比率は，133影と150％，167

％と175％，167形と200%,および

183影と225％となり，間伐区より択

伐区のほうが，より多くの生長をし
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＜支部幹事会の質疑内容＞

5月29日開催の支部幹事会の質疑内容の主なものについて，つぎのとおりお知らせいたします。

秋田営林局支部会誌に綴り穴をあけてほしい…－･本部過去において穴をあけていたが，製作経費の関係で

現在のようにした経緯がある。しかしピンで綴じ込みできるフフ･イルを検討する。名古屋営林局会誌を分会あ

て直送できないか･･…本部処理能力，経費等の関係でできれば現状どおりお願いしたいが1分会で50冊以上

になる場合には検討したい。高知営林局林業手帖に鉛筆をとりつけることを希望する････本部54年まで鉛

筆をつけていたところ，手帖が割れる欠点の指摘があり，これを防ぐために表紙の紙質を変えなければ解消され

ない，紙質を変えれば製作費がかさむことで55年から鉛筆をはずした。しかし鉛筆をつけたほうがよいという

意見が多いので，この方向で検討する。茨城県総会開催に当たって毎回委任状のとりまとめを受けてきたが，

他の団体では例がない。事務簡素化のうえから別の方法で考えては..…本部他の団体の場合定款により総会の

成立の方法が異なっている。面倒でも従来どおりお願いしたい。岩手県全国林業改良普及協会とタイアップの

うえ林業教室のテキスト（高卒程度）の発行の検討を願いたい。また出版物の情報を支部あてにもれなく流して

もらいたい…･本部ご意見のようなことが可能かどうかまた販売面の問題もあるので，関係方面の意見を聞い

て検討する。出版の情報については従来もチラシを作成し連絡してきたのであるが今後もれないように十分注意

する。岐阜県林業短期大学の学生を学生会員にしてよろしいか，..…本部学生会員として県の分会として取り

扱っていただきたい。東京農業大学学生会員が卒業後引き続いて一般会員になった場合記念品が贈られること

を各支部に知らせてもらいたい｡"…本部各支部長，幹事あてお知らせするとともに会誌「林業技術」に掲載

する。前橋営林局①日林協役職員名簿を支部に送ってもらいたい。②会員が他支部へ転勤したような場合，必

ず転勤先の支部へ通知するようにしてほしい．…･本部①日林協役職員名簿は近いうち作成して送付する。②会

員の転勤については転勤先の支部幹事へ必ず通知するようにお願いします。

毎口

F‐蝿勿専一 。■ず！ エー，F~名赤0顯導､吟迄．録 凸｡句

56年度

山火事予知ボスター

「図案」「標語」
募集要領

F夢＝UoW参 ‐”｡” ~ぜ ’

＜要旨＞山林火災の危険を広く国民一般に周知させ，

山林火災の予防・森林愛護の必要性を強調したもの。

ただし未発表の創作に限る（入選作品のうち特に優秀

なものは55年度当協会作成の『山火事予知ポスター』

として採用)。どなたでも応募できます。

＜作品要領＞図案について，ポスター用紙は51cmX

36cm,縦がきとする。油彩・水彩・クレヨン何でも

可。ポスター作品の裏面にも住所･氏名を明記のこと。

標語については官制はがきに1人何点でも可。文語，

口語，長さも自由。

応募作品は一切お返ししません。入選作品の著作権

はすべて日本林業技術協会に帰属することとします。
＜募集締切期日および送付先＞昭和56年9月10日締

切(当日消印有効)。

日本林業技術協会

『山火事予知ポスタ

ー図案･標語』係(〒

102束京都千代、区
本年度作品

六番町7番地)まで。

＜発表＞入賞者には直接通知するとともに，会誌「林業

技術」10月号に発表いたします。

＜入賞者には＞1等(図案・標語の部各1名)日本林業

技術協会理事長賞（副賞として1万円相当の記念品）

2等(図案･標語の部各2名）同賞(副賞として5千円

相当の記念品）佳作若干名には記念品を贈呈いたしま
す。日本林業技術協会

雷●i で一 一一yふゎ写・命坪．､を‘F厚
夢

“ 、例角曇畢o碁℃口旬･御 －Fざ･~固守釘で輯･”手・＝五吋
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日本林業技術協会組織機構

昭和56年7月1日付けをもって，本会の組織機織を下記のとおり改正いたしましたのでご通知いたします。

斗総務部’ 会員ならびに支部分会業務その

収入，支出，予算，決算，営総

他総務全般

，その他鵲
一
戸
壽
州
一
雪
雲

一
也
一
斗

料室’

業務の企画および連絡調整その他

図書および定期刊行物の編集な

図替物品の販売その他

らぴに出版

一事業部

掘~毒~耐~亜~雨
一｢燕羅蕊癒濡
－4航測部

森林および林業に関する研究調査ならびに潔境保全に関するコンサ
ルタント，その他

林業技士養成事業

測燈ならびに空中写真撤影，

章~蕊~童I

原罰一過響理事’担当 梨中写典の複製頒布

一
一
’一|航賑ﾝｻﾙﾀﾝﾄ封

技術開発部|,､坐堂塘；

P

l

一枝 リモートセンシング（空中写真を含む）
査および技術開発ならびに事業化のた砧１
１

による森林その他の資源調
の調査，その他

発部

－|颪 空＃11写真測量の糖度分析測
査
査
査

検壷部｜

第一部

第二部

第三部｜
事業部’

調
一
調
一
調

一
森林等の資源ならびに国土の保全および利用に関する調査，治山お
よび林道の計画ならびに森林等の環境に関する調査，風景計画なら
びに観光・レクリエーションに関する澗査１
１ 海外林業に関する技術協力，海タ
よび調査設計，その他一|国際 I森林ならびに林業に関する研究お

会の開催予定

日時：7月14口14時～17時

場所：日林協会議室

議題：林野土壌調査の歩み（仮
題）出版について

◎役職員の海外派遣

1．台湾より林業技術交流のため

の招講により猪野理事長，金沢事業

部次長，栃木主任研究員が6/22～
7/6までの予定で出張。

2．フイジー国林業開発調査のた

め，山谷主任研究員を団長とし，つ

ぎの職員を派過中である。

若森，河辺，野村，福井，渡辺

（良)，原。

期間：6/29～8/17

会費納入のお願い
前号でお知らせしましたとおり
56年度会費はつぎのとおり改定さ
れました。
1．正会員
普通会員年額3,000円
学生会員〃2,200円
外国会員普通会費プラス送料
2．特別会員
甲種一時金60,0001河以上

甲繩個人終身会員(50歳以上)一
時金30,000円以｣二…新設

乙種年額6,000円以上･従来ど
おり

以上のとおりでありますので個人

鶏鶴艤享割:罷輪群
さるようお願いします。

|協会のうごき’
◎技術奨励

新潟県林業試験場の創立30周年

記念式典が7月15日開催されるの

で本会より坂口顧問が出席し，同試

験場において，多年研究に従事され

た職員2名に本会理事長名による表

彰を行なう。

◎講師派遣

依頼先：林業識習所
識師：技術開発部長渡辺宏
月日：6/22～24

内容：空中写真

◎調査業務

1．大阪営林局三木山国有林「都

市近郊国有林の森林施業に関する調

査研究委員会」を7月9日現地で開

催する。

2．京部嵐山国有林「防災対策調

査委員会」を7月11日現地で開催

する。

◎調査研究

適地適木全国総合化調査編集委員

昭和56年7月10日発行

林業技術
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林業マンのための

補助｡融資｡税制全科
《56年度・解説増補版付き》監修林野庁420頁2,600円(〒250)
r森林総合維術蛎業｣､｢国産材産業振興資金｣等をはじめ｢新.林業柵造改善事業｣､｢林業地域総合終備り嘩｣等
の新規辮業を詳細に解説し、大項目には新たに「地域林業の振興」を加えた林業関係糟の必撚書。

間伐のすべて 語図解/日本の森林｡林業
一生産から搬出･加工･販売まで一

同編集委員会編1,500円〒250
坂口勝美驍修2,000円〒300林業.林雌雌の方々 を初め一般のﾉｧ々 にも日本の瀧林．
現場の人達にもわかり易い、椛威者による平易な解説。林業を理解して蝋〈ための剛と判I)易い解脱。
本曹は従来なかった川上から川下までの一賀した縛述。

日本の造林百年史
林業工学

林政総合協議会編2,500円〒300
片岡秀夫薪5,000円〒300 これからの巡林の在るべき姿を考え探るために我が国

路網作設・伐出事業・育林事業・諭山事業の各蛎難のの造林那業と造林施策の移り変りを部門脈に記述した。
機械化が雄も合理的に行われ、良い山づくりに結びつ

立木幹材積表くことを雄本理念とし．林業工学のすべてを集大成。

東日本編1,200円〒250
木材需給の動向と獅個林業 西日本編1,200円〒250

赤井英夫箸2,000円〒250 林野庁計画課編

木材需給を展望し、今後進むべき推本的方向を派す。

林道規程・解説と運用
森林資源論研究-その経済駒ｱプﾛー ﾁ

日本林道協会1,500〒250
萩野敏雄籍1,800円〒250

林道規繩の通用について遮条解説した唯一の必挑鰈。
｢森林資源｣とは何か。藩者の永年の研究成果を災録し 好評に応えIv版なる.／

た我が国初のr森林資源論｣。55年度日経・経済図書文

化賞候補優良図書

社会人教育論-研繼効果を挙げるために‐
労務管理論《改訂最新版》 片.岡秀夫著2,000円〒250

片岡秀夫著2,000円〒300数育へどのように対応するかという点に蝶点をあて教

振動障害対策や属l有林の常勤制など、ここ数年の変化青理論とﾉj法諭を掘り下げた実践的な好著。

を踏まえた待望の全面改訂版。 戦前期内地における

林業経済論一木材価格と流通一パルプ材経済史
片岡秀夫著1,800円〒250萩野敏雄著1,500円〒250

林業界・林産業界の最大の関心1ｷである｢木材価緒論」 明治19年から昭和20年のパルプ材の動き、特に北洋材

ともいうべき待望の書である。から内地マツへの動きをとらえた歴史的研究』；･

図説造林技術独和。和独林業語彙
造林技術研究会1,500円〒250大金．中里他編2,500円〒250
造林技術全般に豆る写真と図によって、目でみる他に すべての研究者が待望していた、職後初の画期的な独

類をみない造林技術解説書。和.,和独謡紫。

淵日本林業調査会
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毒もとの製図材料､写真技術は
林業技術の発展に貢献しています。

■

今
４

’

⑲製図材料=AKケント紙／ダイ

ヤマット／ダイヤマット・スーパ

ー／ミクロトレース／カクラス/ユニ

パー／ダイヤセクション/AKパブ

ール(地横測鐙図)/農林規格､法

務省規格等の印刷

汀
●
ひ
■
０
ａ
釘

②写真材料＝ミクロコピ莞'カラー

コピー/ジアゾユニバー/38ジアゾ／

ジアゾカクラス／ジアゾユニノf-

UD200/オリジナルブラック

②写真技術＝航空写真フィルム

現像/銃空写真密着焼付/引伸偏

位修正/機械図化用ボジフィルム

/モザイク写真/航空写真地図/図

面の複写(拡大､縮小),'地図編纂

と複製/静電写真による地籍図複

製/プラニメーターによる地耗図

その他の面頓測定/カラー空中写

真(日本地図センター取次店）

４
号
β
ロ
八
口
⑥
偶
９
５
可
乃

ｇ
ｂ
ｄ
砧
ｎ
吋
６
０
凸

ロ0
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二

困ご用命は下記の営業所へご連絡ください

豚[薊株式会社毒もと
本社／東京都新宿区新宿2-7-1〒I60TELO3(3s4)0361

》

e東京営薬部容03(350)054I/"03(350)6401●大阪支店壷06(944)1412●四国営巣所盃0878(34)3351e礼擢支店金OII(631)4421@旭川出
張所公O166(25)5268●松本営業所恋0263(26)8708●新潟出張所冠0252(43)2325●埼玉支店盃0488(55)6122②筑波営業所壹0298(51)8171
●描浜営業所盃045(662)8765、名古屋支店盃052(822)5121●北陸営業所垂0762(23)0691③広島支店念0822(63)7761●島根出張所公0853
(23)2383①山口出張所念0835<22)9374●掘岡支店壷092(27I)0797②熊本営業所恋0963(82)6947@北九州営梁所盃093(95I)3351⑥㈱沖縄
きもと盃0988(68)5612●㈱東北きもとむ0222(66)0151e(槻東北きもと青森出張所公0177(77)7148

４
１

、
；
例
燈

＝…グー

一■‐か申昼｡ ｡

1961年以降つづけられてきたカラマツ林の共II1研究の成

果をふまえてカラマツ林とその取扱いについてのモノグ

ラフを志したものである。またヨーロ‘ソパ、ソ連、アメ
リカのカラマツについて、それぞれの地域の研究将から

番き下しの寄稿を得て本書を特徴づけている。

樹木のふやし方一タネ・ホとりから苗木まで一
関西地区林業試験研究機関述絡協議会育苗部会・編

A5判/340頁/¥3800/〒300
300余の柵睡の特性ならびにタネ・ホとりから
床群まで､の育苗上の要点が記!|没されているので

実用的利用のほか,開花・結実・発排・発根等，

勘砿特性の情雛源としての評価も商い，

林ツ弓マ
浅田節夫・佐藤大七郎・編著

A5判/290頁/¥3,800/〒300

伐出技術を考える
上飯坂実・大河原昭二・神崎康一・共著

新書判/180"/¥1200/〒200
現代の林業機械化の問題点を燗川し将来を展望
しながら機械化とは一体どういうことなのかと

いう雑木的な問題を考えるヒントを"与える。

林道設計〔7刷〕夏目正・鞍：
新鮮判／234頁/¥1200/〒200

林道の描迭，‘設計，施l:,_l:;l；事務の取扱い〃
についてi岬ﾘ1,12易に,&I;l･に必喪な多数の数爽
をあげて解脱したもので，初めて林道設計に柵

わる人びとの良き手引群である．

実践森林病理佐藤郎彦・替
新諜判／248頁/¥1000/〒200

育林技術のなかで，｜対描にどのように対応して

いくべきかを，わかりやすく挽いている。多く
の|叉iと'(j:1'4を収めたのが|ﾉ1容を理解するI:で大
いに役､協っている。

伐出作業〔4剛,一部改訂〕怖旧三樹男・編熟
断諜判／266頁￥1200／'〒200

;l･WIii･実行・合理化・黄料の4締からなり，こ

れらを糸l11分して，｜汁1曲iの立て方，伐木造材，集
迎材法，合』ﾘ!化、作業研究，捌益分岐点，行繩

功礎表，作業;i{:,紫材規格等を実際にそくして
解説している。

林業法律〔改訂2刷〕中尾災俊・特
新普，トﾘ／230頁／￥1200／〒200

林業に|典lする法搾餅が殆どないところから大学
の林科':f:生，職場で林業にたずさわる人びとの

ために灘かれたもので，49年の初版以後，法改
正のあった部面を改めて脚版したものである。

|噺:了.〒1虎.乗京都港区新橋5-33-2農林出版株式会社振替東京5毒80543番TEL､03｣431-0609･3922 ’林 株
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複雑な面積測定をデジタル表示bTAMAYAPLANIX
－－~－~三一．

夕ﾏﾔブﾗﾆｸｽは複雑な図形をﾄﾚｰｽするだけ窓面積を

簡単侭測定する二とができま魂

騨諒鍾職駕職蕊驫
度の小型ｴﾝｺｰﾀﾞL一が面積をデジタル表示する画期的な

定する
ー一●

圃

てエレクト

1

プラニクスの特微：●読み間途↓､のないデジタル表示

●ワンタッチて．0セットができるクリヤー機能

●崇穫測定を可能にしたホールド機能

●手元操作を容易にした小刎集約術造

●図面を損傷する極針を収l)除いた新般計

●低価格を達成したPLANIXシリーズ

PLANIX2-¥55,000PLANIX3-¥59,000PLANIX3S-¥56,500

※カタログ・資料請求は、燕tまで

ハガキか電話にてご連絡ください。

NT7AMA>"AI
株式会社王屋商店｜

本社:〒104束京都中央区娘座3-5-8TEL､03画561-8711㈹
工場;〒143束京都大田区池上2-14-7TEL､03-752-3481㈹
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④研究者。実務者待望の本格的参考書=llllllⅡⅡilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
一

⑬山林の評価
栗村哲象編著

瞳山林の評価
r一

山林はいかに評価すべきか－

比類なき豊富な内容･詳細な解説．選りすぐられた事例.ノ
ー主な内容》

第1編山林評価総説山林評価序説y山林評価の篁礎/山林評価方式の概説
第2編林地の評価榔地評価の基礎/原価万式による林地評価/収益方式によ
る林地評価/比較方式による梛心,14価/折衷方式による杯地評価／祁地の他用
途転用と杯地評価第a編林木の評価杯木評価の基礎／林木費用価法の具
体的適用/杯木期望価法の具体的適用/グラゼル法の具体的適用／市場価逆
算法の具体的適用第4編特殊な目的による山林評価特殊な山杯評価の概
説/特殊な場合の山林評価/担保･保険における山林評価/税法における山林評
価/損失補礎における山林評価/損害賠燭こともなう山榔評価第5編山林
の経済性計算山榔の経済性計算とその種類/絶対的経済効果法の具体的適用
/連年収利率法の具体的適用/純粋利直り法の冥体的適用／複合利回り法の具
捧的適用/平均収利率法の具体的適用/林道投賀の経済性己↑算第s編森林
の公益的機能評価評価の観点/公益的機能評価の蟇本性格／公益的機能評価
の具体的方法/栽林の公益的機能諜価/山林の環境影響評価

一執筆者》

曳地政雄鳥取大学名琶教授･腱学博士大北英太郎鳥取大学盤学部助教授
中山哲之助鳥取大学鍵学艶教授艘学岬j士高取辰雄蝿罰県な林組合連合会参事
栗村哲象曝取大学艘学甑教擾･醗学岬土安井釣島根大学農学細助教授
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美しい国土へのユニークな解答

写真が語る緑地の本質
第
四
七
二
号写真集

'1ⅡⅡⅡ11ⅡⅡ1Ⅱ11

'I岡崎文彬著
京都大学名誉教授，みどり研究所所長

日本造園学会名誉会員

4変形判／242ページカラー250葉●

モノクロ156葉●定価15,000円(送料込）

■10数万枚の写真から齢雲した珠玉の緑地景観？
■1枚1枚の写真が,著者の緑蝿錘を語る櫛成？
■全国民的見地からの緑地論の決定版？

《主な内容》 定
価
三
七
○
円
送
料
六
○
円

一
旱
一
早
一
旱

０
１
２

緑のない風景

都市と周辺の緑化

都市の近郊緑地

一
旱
一
早
垂
旱

Ｓ
４
函

自然公園

生産緑地

ユートピアを求めて

発行所獄社団法人日本林業技術協会
〒IO2東京都千代田区六番町7電話03-26I-5281振替東京3-60448

●ご注文は直接当協会へ
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